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あり方に関する専門委員会報告案（たたき台）について」 ・・４６

○児童相談所設置に向けた検討及び都道府県との協議について

（H29.3.22・雇児発 0322 第 12 号）・・４８



1



2



3



4



○
 
平
成

27
年
度
の
児
童
相
談
所
で
の
相
談
対
応
件
数
は

43
9,

20
0件
で
、
「
障
害
相
談
」が
全
体
の

42
.2

%
と
最
も
多
く
、

 
 

 
次
い
で

 「
虐
待
相
談
」
を
含
む
「
養
護
相
談
」が

36
.9
％
で
あ
り
、

 「
養
護
相
談
」
に
つ
い
て
は
、
相
談
別
件
数
で
唯
一
増
え
続
け
て
い
る
。

 

障
害
相
談

養
護
相
談

育
成
相
談

非
行
相
談

保
健
相
談

そ
の
他

総
　
　
数

平
成
1
6
年
度

1
5
8
,5

9
8
( 

4
5
.1

%
)

7
4
,4

3
5
( 

2
1
.2

%
)

6
5
,3

5
6
( 

1
8
.6

%
)

1
8
,0

8
4
( 

 5
.1

%
)

5
,4

7
4
( 

 1
.6

%
)

2
9
,8

9
1
( 

 8
.5

%
)

3
5
1
,8

3
8
(1

0
0
.0

%
)

平
成
1
7
年
度

1
6
2
,9

8
2
( 

4
6
.6

%
)

7
5
,6

6
8
( 

2
1
.6

%
)

6
1
,3

0
4
( 

1
7
.5

%
)

1
7
,5

7
1
( 

 5
.0

%
)

4
,4

3
0
( 

 1
.3

%
)

2
7
,9

5
6
( 

 8
.0

%
)

3
4
9
,9

1
1
(1

0
0
.0

%
)

平
成
1
8
年
度

1
9
4
,8

7
1
( 

5
1
.0

%
)

7
8
,8

6
3
( 

2
0
.7

%
)

6
1
,0

6
1
( 

1
6
.0

%
)

1
7
,1

6
6
( 

 4
.5

%
)

4
,3

1
3
( 

 1
.1

%
)

2
5
,4

8
3
( 

 6
.7

%
)

3
8
1
,7

5
7
(1

0
0
.0

%
)

平
成
1
9
年
度

1
8
2
,0

5
3
( 

4
9
.5

%
)

8
3
,5

0
5
( 

2
2
.7

%
)

5
8
,9

5
8
( 

1
6
.0

%
)

1
7
,6

7
0
( 

 4
.8

%
)

3
,4

1
1
( 

 0
.9

%
)

2
2
,2

5
5
( 

 6
.0

%
)

3
6
7
,8

5
2
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
0
年
度

1
8
2
,5

2
4
( 

5
0
.1

%
)

8
5
,2

7
4
( 

2
3
.4

%
)

5
5
,0

0
5
( 

1
5
.1

%
)

1
7
,1

7
2
( 

 4
.7

%
)

2
,9

7
0
( 

 0
.8

%
)

2
1
,4

6
9
( 

 5
.9

%
)

3
6
4
,4

1
4
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
1
年
度

1
9
2
,0

8
2
( 

5
1
.7

%
)

8
7
,5

9
6
( 

2
3
.6

%
)

5
1
,7

9
4
( 

1
3
.9

%
)

1
7
,6

9
0
( 

 4
.8

%
)

2
,8

3
5
( 

 0
.8

%
)

1
9
,8

0
3
( 

 5
.3

%
)

3
7
1
,8

0
0
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
2
年
度

1
8
1
,1

0
8
( 

4
8
.5

%
)

1
0
1
,3

2
3
( 

2
7
.1

%
)

5
0
,9

9
3
( 

1
3
.7

%
)

1
7
,3

4
5
( 

 4
.6

%
)

2
,6

0
8
( 

 0
.7

%
)

2
0
,1

5
1
( 

 5
.4

%
)

3
7
3
,5

2
8
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
3
年
度

1
8
5
,8

5
3
( 

4
8
.2

%
)

1
0
7
,5

1
1
( 

2
7
.9

%
)

5
1
,7

5
1
( 

1
3
.4

%
)

1
7
,1

5
5
( 

 4
.5

%
)

2
,6

3
9
( 

 0
.7

%
)

2
0
,3

8
5
( 

 5
.3

%
)

3
8
5
,2

9
4
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
4
年
度

1
7
5
,2

8
5
( 

4
5
.6

%
)

1
1
6
,7

2
5
( 

3
0
.4

%
)

5
2
,1

8
2
( 

1
3
.6

%
)

1
6
,6

4
0
( 

 4
.3

%
)

2
,5

3
8
( 

 0
.7

%
)

2
0
,8

9
1
( 

 5
.4

%
)

3
8
4
,2

6
1
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
5
年
度

1
7
2
,9

4
5
( 

4
4
.1

%
)

1
2
7
,2

5
2
( 

3
2
.5

%
)

5
1
,5

2
0
( 

1
3
.1

%
)

1
7
,0
2
0
(　
4
.3
%
)

2
,4
5
8
(　
0
.6
%
)

2
0
,8
0
2
(　
5
.3
%
)

3
9
1
,9

9
7
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
6
年
度

1
8
3
,5

0
6
( 

4
3
.7

%
)

1
4
5
,3

7
0
( 

3
4
.6

%
)

5
0
,8

3
9
( 

1
2
.1

%
)

1
6
,7
4
0
(　
4
.0
%
)

2
,3
1
7
(　
0
.6
%
)

2
1
,3
5
6
(　
5
.1
%
)

4
2
0
,1

2
8
(1

0
0
.0

%
)

平
成
2
7
年
度

1
8
5
,2

8
3
( 

4
2
.2

%
)

1
6
2
,1

1
9
( 

3
6
.9

%
)

4
9
,9

7
8
( 

1
1
.4

%
)

1
5
,7
3
7
(　
3
.6
%
)

2
,1
1
2
(　
0
.5
%
)

2
3
,9
7
1
(　
5
.5
%
)

4
3
9
,2

0
0
(1

0
0
.0

%
)

2

児
童
相
談
所
で
の
相
談
対
応
件
数
の
推
移

 

 
う
ち
虐
待
相
談

平
成

1
6
年
度

3
3
,4

08
 

平
成

1
7
年
度

3
4
,4

72
 

平
成

1
8
年
度

3
7
,3

23
 

平
成

1
9
年
度

4
0
,6

39
 

平
成

2
0
年
度

4
2
,6

64
 

平
成

2
1
年
度

4
4
,2

11
 

平
成

2
2
年
度

5
6
,3

8
4 

平
成

2
3
年
度

5
9
,9

19
 

平
成

2
4
年
度

 
6
6
,7

01
 

平
成

2
5
年
度

 
7
3
,8

02
 

平
成

2
6
年
度

 
8
8
,9

31
 

平
成

2
7
年
度

 
1
0
3
,2

8
6
 

※
平
成
２
２
年
度
は
、
東
日
本
大
震
災
の

 
 

 
影
響
に
よ
り
、
福
島
県
を
除
い
て
集
計

 
 

 
し
た
数
値

 

障
害
相
談

 
18

5,
28

3件
 

（
42

.2
%
）

 

養
護
相
談

 
16

2,
11

9件
 

（
36

.9
%
）

 

育
成
相
談

 
49

,9
78
件

 
（

11
.4

%
）

 

非
行
相
談

 
15

,7
37
件

 
（

3.
6%
）

 

保
健
相
談

 
2,

11
2件

 
（

0.
5%
）

 

そ
の
他

 
23

,9
71
件

 
（

5.
5%
）

 

平
成

27
年
度

 
相
談
種
類
別
対
応
件
数

 

総
数

 
43

9,
20

0件
 

（
10

0％
）

 

12
／

12
リ
バ
イ
ス

 

【
出
典
：
福
祉
行
政
報
告
例
】 
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6



7



8



9



10



11
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（
１
）
常

勤
職

員
と
し
て
弁

護
士

を
配

置
４
か

所
（
１
．
９
％

）
［
４
か

所
］

内
訳

：
和
歌

山
県

１
か

所
（

１
名

）
、
名

古
屋
市

２
か

所
（
２

名
）
、

福
岡
市

１
か

所
（
１

名
）

（
２
）
非

常
勤

職
員

と
し
て
弁

護
士

を
配

置
４
１
か

所
（
１
９
．
５
％

）
［
３
１
か

所
］

※
常

勤
弁

護
士

と
非

常
勤

弁
護

士
の
両

方
を
配

置
し
て
い
る
児

相
（
１
か
所

）
を
除

く
（
当
該

児
相
は

（
１
）
に
計

上
）。

（
３
）
弁

護
士

事
務

所
や

県
弁

護
士

会
推

薦
の

弁
護

士
と
の

契
約

な
ど

１
６
５
か

所
（
７
８
．
６
％

）
［
１
７
４
か

所
］

※
非

常
勤

弁
護

士
を
配

置
し
て
い
る
児
相

（
３
か

所
）
を
除

く
（
当

該
児

相
は
（
２
）
に
計
上

）
。

児
童
相
談

所
に
お
け
る

弁
護
士
の

活
用
状

況
等

１
．

弁
護

士
の

活
用

状
況

（
平

成
2
8
年

1
0
月

１
日

現
在

）

①
箇

所
数

（
配
置
割
合
（
÷

2
1
0
か
所
）
）

②
人

数

常
勤
職
員
と
し
て
配
置

４
か

所
（
１
．
９
％

）
４
人

非
常
勤
職
員

（
※

）
と
し
て
配
置

（
計
）

４
１
か

所
（
１
９
．
５
％

）
６
２
人

①
常

勤
的

非
常

勤
（
勤

務
態

様
が

常
勤

職
員
に
準

じ
る
者
）

２
か

所
（
１
．
０
％

）
２
人

②
週
１
日

（
別

途
、
随

時
相

談
あ
り
）

２
か

所
（
１
．
０
％

）
２
人

③
月
２
日

以
内

（
別

途
、
随

時
相

談
あ
り
）

２
４
か

所
（
１
１
．
４
％

）
３
４
人

④
不

定
期

（
随

時
）

１
５
か

所
（
７
．
１
％

）
２
４
人

※
非

常
勤

職
員

と
は

、
地
方

公
務

員
法

第
３
条

第
３
項

第
３
号

に
規

定
す
る
特
別

職
の

地
方

公
務

員
で
あ
り
、
各

自
治

体
で
規
定

す
る
訓

令
等

に
基

づ
き
任

命
さ
れ
た
職

員
※

①
と
④

を
併

用
し
て
い
る
児

童
相

談
所

（２
か

所
）
が

あ
る
た
め
、
①

～
④

の
合

計
は

計
４
１
か

所
と
一

致
し
な
い
。

箇
所

数
（
割
合
（
÷
2
1
0
か
所
）
）

弁
護

士
事

務
所

と
の

契
約

等
（
計

）
１
６
５
か

所
（
７
８
．
６
％
）

①
随

時
相

談
で
き
る
（
定

期
的

な
相

談
を
含

む
。
）
。

１
０
５
か

所
（
５
０
．
０
％
）

②
定

期
的

に
相

談
す
る
機

会
を
設

け
て

い
る
。

３
７
か

所
（
１
７
．
６
％

）

③
不

定
期

に
相

談
す
る
機

会
を
設

け
て

い
る
。

２
３
か

所
（
１
１
．
０
％

）

【
雇

用
均

等
･児

童
家

庭
局

総
務

課
調

べ
】

弁
護
士
の
活
用
状
況

２
１
０
か
所
／
全
国
２
１
０
か
所
（

1
0

0
％
）

［
２
０
９
か
所
／
２
０
９
か
所
］

※
［
］
内

は
平

成
28

年
４
月

１
日
現

在
の

児
童

相
談

所
数

【
そ

の
他
の

1
0
月
以

降
に
実

施
し

て
い

る
新

た
な
取

組
例
】

・
非

常
勤
弁

護
士
の

勤
務
日

数
を

週
１

日
→

週
２
日

に
変
更

し
て

い
る

。
・

児
童

福
祉
法

第
28
条

審
判

や
親

権
喪

失
等

の
審
判

案
件
に

つ
い

て
、

こ
れ

ま
で
の

相
談
に

加
え

、
弁

護
士

を
代
理

人
と
す

る
委

託
契

約
を

締
結
し

て
い
る

。
・

県
弁

護
士

会
と
協

議
し
、

こ
れ

ま
で

の
相

談
に
加

え
、
１

～
２

回
程

度
試

行
的
に

各
児
相

で
の

勤
務

を
実

施
し
て

い
る
。

・
週

１
回
の

援
助
方

針
会
議

へ
の

出
席

を
お

願
い
し

て
い
る

。
等

２
．

平
成

2
9
年

４
月

に
向

け
た

弁
護

士
活

用
の

検
討

状
況

２
．
平
成

2
9
年

４
月

に
向

け
た

弁
護

士
活

用
の

検
討

状
況

常
勤

職
員

と
し
て
配

置
（配

置
割
合
（
÷

2
1
0
か
所
）
）

非
常

勤
職

員
と
し
て
配

置
（配

置
割
合
（
÷
2
1
0
か
所
）
）

弁
護

士
事

務
所

と
の

契
約

等
箇

所
数

（
割
合
（
÷

2
1
0
か
所
）
）

①
箇

所
数

②
人

数
①

箇
所

数
②

人
数

平
成

2
8
年

1
0
月
１
日

４
か

所
（
１
．
９
％

）
４
人

４
１
か

所
（
１
９
．
５
％
）

６
２
人

１
６
５
か

所
（
７
８
．
６
％
）

平
成

2
9
年

４
月

１
日

（
予

定
）

６
か

所
（
２
．
９
％

）
６
人

８
３
か

所
（
３
９
．
５
％
）

１
０
７
人

１
２
１
か

所
（
５
７
．
６
％

）

※
平

成
29

年
４
月
１
日

に
つ
い
て
は

調
査

時
点

（
平
成

29
年

１
月
時

点
）
に
お
け
る
予
定

。

【
具

体
的

な
活

用
状

況
】

1515



里
親

 
家
庭
に
お
け
る
養
育
を

 
 

里
親
に
委
託

 
登
録
里
親
数

 
委
託
里
親
数

 
委
託
児
童
数

 
フ
ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー
ム

 
養
育
者
の
住
居
に
お
い
て
家
庭

養
護
を
行
う

(定
員
５
～
６
名

) 
10

,6
79
世
帯

 
3,

81
7世
帯

 
4,

97
3人

 
区
分

 
（
里
親
は

重
複
登

録
有
り
）
 

養
育

里
親

 
8,

44
5世
帯

 
3,

04
3世
帯

 
3,

82
4人

 
ホ
ー
ム
数

 
28

7か
所

 
専

門
里

親
 

68
4世
帯

 
17

6世
帯

 
21

5人
 

養
子
縁
組
里
親

 
3,

45
0世
帯

 
23

3世
帯

 
22

2人
 

委
託
児
童
数

 
1,

26
1人

 
親

族
里

親
 

50
5世
帯

 
49

5世
帯

 
71

2人
 

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

 
1,

30
5か
所

 

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設

 
35

4か
所

 

保
護
者
の
な
い
児
童
、
被
虐
待
児
な
ど
家
庭
環
境
上
養
護
を
必
要
と
す
る
児
童
な
ど
に
対
し
、
公
的
な
責
任
と
し
て
、
社
会
的

に
養
護
を
行
う
。
対
象
児
童
は
、
約
４
万
５
千
人
。

 

 
１
．
社
会
的
養
護
の
現
状

 
 
（
１
）
施
設
数
、
里
親
数
、
児
童
数
等

 

 

施
設

 
乳
児
院

 
児
童
養
護
施
設

 
情
緒
障
害
児

 
短
期
治
療
施
設

 
児
童
自
立
支
援

 
施
設

 
母
子
生
活
支
援

施
設

 
自
立
援
助

 
ホ
ー
ム

 
 

対
 象

 児
 童

 
乳
児
（
特
に
必
要
な

場
合
は
、
幼
児
を
含

む
）
 

保
護
者
の
な
い
児
童
、

虐
待
さ
れ
て
い
る
児

童
そ
の
他
環
境
上
養

護
を
要
す
る
児
童

（
特
に
必
要
な
場
合

は
、
乳
児
を
含
む
）
 

軽
度
の
情
緒
障
害

を
有
す
る
児
童

 
不
良
行
為
を
な
し
、

又
は
な
す
お
そ
れ
の

あ
る
児
童
及
び
家

庭
環
境
そ
の
他
の

環
境
上
の
理
由
に

よ
り
生
活
指
導
等
を

要
す
る
児
童

 

配
偶
者
の
な
い
女

子
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
事
情
に
あ
る
女
子

及
び
そ
の
者
の
監

護
す
べ
き
児
童

 

義
務
教
育
を
終
了
し

た
児
童
で
あ
っ
て
、

児
童
養
護
施
設
等

を
退
所
し
た
児
童
等

 

施
 設

 数
 

13
6か
所

 
60

3か
所

 
46
か
所

 
58
か
所

 
23

2か
所

 
14

3か
所

 

定
員

 
3,

87
7人

 
32

,6
13
人

 
1,

70
8人

 
3,

68
6人

 
4,

74
0世
帯

 
93

4人
 

現
員

 
2,

90
1人

 
27

,2
88
人

 
1,

26
4人

 
1,

39
5人

 
3,

33
0世
帯

 
児
童

5,
47

9人
 

51
6人

 

職
員
総
数

 
4,

66
1人

 
17

,0
46
人

 
1,

02
4人

 
1,

84
7人

 
2,

05
1人

 
58

6人
 

※
里
親
数
、
Ｆ
Ｈ
ホ
ー
ム
数
、
委
託
児
童
数
は
福
祉
行
政
報
告
例
（平
成

2
8年

3
月
末
現
在
） 

※
施
設
数
、
ホ
ー
ム
数
（
Ｆ
Ｈ
除
く
）
、
定
員
、
現
員
、
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
、
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設

 
 

 の
か
所
数
は
家
庭
福
祉
課
調
べ
（平
成

2
8年

1
0
月

1
日
現
在
）
 

※
職
員
数
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
を
除
く
）
は
、
社
会
福
祉
施
設
等
調
査
報
告
（
平
成

2
7
年

1
0
月

1
日
現
在
） 

※
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
職
員
数
は
家
庭
福
祉
課
調
べ
（
平
成

2
7
年

3
月

1
日
現
在
）
 

※
児
童
自
立
支
援
施
設
は
、
国
立

2
施
設
を
含
む

 

赤
字
数
字
部
分
修
正

(平
成

27
年
度
社
会
福

祉
施
設
等
調
査
報

告
・
平
成

28
年
度
実

態
調
査

) 
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種 類
養
育
里
親

養
子

縁
組

を
希
望
す
る
里
親

親
族
里
親

専
門
里
親

対 象 児 童

要
保

護
児

童

次
に
挙
げ
る
要
保
護
児
童
の
う
ち
、
都
道

府
県
知
事
が
そ
の
養
育
に
関
し
特
に
支

援
が
必
要
と
認
め
た
も
の

①
児
童
虐
待
等
の
行
為
に
よ
り
心
身
に

有
害
な
影
響
を
受
け
た
児
童

②
非
行
等
の
問
題
を
有
す
る
児
童

③
身
体
障
害
、
知
的
障
害
又
は
精
神
障

害
が
あ
る
児
童

要
保

護
児

童

次
の

要
件

に
該

当
す

る
要

保
護

児
童

①
当

該
親

族
里

親
に

扶
養

義
務

の
あ

る
児

童

②
児

童
の

両
親

そ
の

他
当

該
児

童
を

現
に

監
護

す
る

者
が

死
亡

、
行

方
不

明
、

拘
禁

、
入

院
等

の
状

態
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
り
、
養

育
が

期
待

で
き

な
い

こ
と

里
親
に
支
給
さ

れ
る
手
当
等

一
般
生
活
費

乳
児

57
,2

90
円
、
乳
児
以
外

49
,6

80
円

（食
費
、
被
服
費
等
。
1人

月
額
）（
平
成

28
年
度
）

里
親
手
当

養
育
里
親

72
,0

00
円
（2
人
目
以
降

36
,0

00
円
加
算
）

（月
額
）

専
門
里
親

12
3,

00
0円

（2
人
目
以
降
87
,0

00
円
加
算
）

そ
の
他
（幼

稚
園
費
、
教
育
費
、
入
進
学
支
度
金
、
就
職
、
大
学
進
学
等

支
度
費
、
医
療
費
、
通
院
費
等
）

※
平
成
21
年
度
に
引
上
げ
（そ
れ
以
前
は
、
児
童
1人

当
た
り
、
養
育
里
親

34
,0
00
円
、
専
門
里
親

90
,2
00
円
）

里
親
制
度
の
概
要

○
里

親
は

、
要

保
護

児
童

（
保

護
者

の
な

い
児

童
又

は
保

護
者

に
監

護
さ

せ
る

こ
と

が
不

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
児

童
）

の
養

育
を

委
託

す
る

制
度

で
あ

り
、

そ
の

推
進

を
図

る
た

め
、

・
平

成
14

年
度

に
親

族
里

親
、

専
門

里
親

を
創

設
、

・
平

成
20

年
の

児
童

福
祉

法
改

正
で

、
「

養
育

里
親

」
を

「
養
子

縁
組

を
希

望
す

る
里

親
」

等
と

法
律

上
区

分
・

平
成

21
年

度
か

ら
、

養
育

里
親

と
専

門
里

親
に

つ
い

て
、

里
親

研
修

を
充

実
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乳
児
院
の
概
要

１
．
目
的

乳
児

院
は

、
乳

児
（

保
健

上
、

安
定

し
た

生
活

環
境

の
確

保
そ

の
他

の
理

由
に

よ
り

特
に

必
要

の
あ

る
場

合
に

は
、

幼
児

を
含

む
。

）
を

入
院

さ
せ

て
、

こ
れ

を
養

育
し

、
あ

わ
せ

て
退

院
し

た
者

に
つ

い
て

相
談

そ
の

他
の

援
助

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
施

設
。

（
児

童
福

祉
法

第
37

条
）

＜
対

象
児

の
具

体
例

＞
・

父
母

が
死

亡
、

行
方

不
明

と
な

っ
て

い
る

乳
児

・
父

母
が

養
育

を
放

棄
し

て
い

る
乳

児
・

父
母

が
疾

病
等

父
母

に
よ

る
養

育
が

困
難

な
乳

児

２
．
設
置
・
認
可
に
つ
い
て

乳
児

院
を

は
じ

め
と

す
る

児
童

福
祉

施
設

の
設

置
に

つ
い

て
は

、
児

童
福

祉
法

第
35

条
に

規
定

。
※

児
童

福
祉

施
設

と
は

以
下

の
施

設
を

指
す

（
児

童
福

祉
法

第
７

条
）

助
産

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

保
育

所
、

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
、

児
童

厚
生

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

障
害

児
入

所
施

設
、

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
及

び
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

３
．
乳
児
院
へ
の
入
所
に
つ
い
て

虐
待

の
通

告
が

あ
っ

た
児

童
等

に
つ

い
て

、
児

童
福

祉
法

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

基
づ

き
、

児
童

相
談

所
に

よ
る

措
置

（
行

政
処

分
）

に
よ

り
乳

児
院

に
入

所
す

る
こ

と
と

な
る

。
※

平
成

25
年

２
月

に
実

施
し

た
在

籍
児

童
の

調
査

よ
り

、
虐

待
を

受
け

た
こ

と
の

あ
る

児
童

の
割

合
35

.5
％

（
児

童
養

護
施

設
入

所
児

童
等

調
査

）

４
．
施
設
数
、
定
員
、
現
在
員
の
状
況

※
施

設
数

、
定

員
・

現
員

は
家

庭
福

祉
課

調
べ

（
28

.1
0.

1現
在

）

施
設

数
定

員
現

員
（

充
足

率
）

13
6か

所
3,

87
7人

2,
90

1人
（

74
.8

％
）

５
．
費
用
補
助
に
つ
い
て

以
下

に
よ

り
費

用
負

担
、

補
助

を
行

っ
て

い
る

。
・

施
設

整
備

費
：

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

に
よ

り
補

助
（

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

第
11

条
第

１
項

）
・

運
営

費
：

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

よ
り

費
用

負
担

（
児

童
福

祉
法

第
53

条
）
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児
童
養
護
施
設
の
概
要

１
．
目
的

児
童

養
護

施
設

は
、

保
護

者
の

な
い

児
童

（
乳

児
を

除
く

。
た

だ
し

、
安

定
し

た
生

活
環

境
の

確
保

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
特

に
必

要
の

あ
る

場
合

に
は

、
乳

児
を

含
む

。
）

、
虐

待
さ

れ
て

い
る

児
童

そ
の

他
環

境
上

養
護

を
要

す
る

児
童

を
入

所
さ

せ
て

、
こ

れ
を

養
護

し
、

あ
わ

せ
て

退
所

し
た

者
に

対
す

る
相

談
そ

の
他

の
自

立
の

た
め

の
援

助
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

施
設

。
（

児
童

福
祉

法
第

41
条

）

＜
対

象
児

の
具

体
例

＞
・

父
母

が
死

亡
、

行
方

不
明

と
な

っ
て

い
る

児
童

・
父

母
等

か
ら

虐
待

を
受

け
て

い
る

児
童

・
父

母
が

養
育

を
放

棄
し

て
い

る
児

童

２
．
設
置
・
認
可
に
つ
い
て

児
童

養
護

施
設

を
は

じ
め

と
す

る
児

童
福

祉
施

設
の

設
置

に
つ

い
て

は
、

児
童

福
祉

法
第

35
条

に
規

定
。

※
児

童
福

祉
施

設
と

は
以

下
の

施
設

を
指

す
（

児
童

福
祉

法
第

７
条

）
助

産
施

設
、

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
保

育
所

、
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

、
児

童
厚

生
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
障

害
児

入
所

施
設

、
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

及
び

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

３
．
児
童
養
護
施
設
へ
の
入
所
に
つ
い
て

虐
待

の
通

告
が

あ
っ

た
児

童
等

に
つ

い
て

、
児

童
福

祉
法

第
2
7
条

第
１

項
第

３
号

の
規

定
に

基
づ

き
、

児
童

相
談

所
に

よ
る

措
置

（
行

政
処

分
）

に
よ

り
児

童
養

護
施

設
に

入
所

す
る

こ
と

と
な

る
。

※
平

成
25

年
２

月
に

実
施

し
た

在
籍

児
童

の
調

査
よ

り
、

虐
待

を
受

け
た

こ
と

の
あ

る
児

童
の

割
合

59
.5

％
（

児
童

養
護

施
設

入
所

児
童

等
調

査
）

４
．
施
設
数
、
定
員
、
現
在
員
の
状
況

※
施

設
数

、
定

員
・

現
員

は
家

庭
福

祉
課

調
べ

（
28

.1
0.

1現
在

）

施
設

数
定

員
現

員
（

充
足

率
）

60
3か

所
32
,6

13
人

27
,2

88
人

（
83

.7
％

）

５
．
費
用
補
助
に
つ
い
て

以
下

に
よ

り
費

用
負

担
、

補
助

を
行

っ
て

い
る

。
・

施
設

整
備

費
：

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

に
よ

り
補

助
（

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

第
11

条
第

１
項

）
・

運
営

費
：

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

よ
り

費
用

負
担

（
児

童
福

祉
法

第
53

条
）
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児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

28
年
法
律
第

63
号
）
の
概
要

 

 
全
て
の
児
童
が
健
全
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
児
童
虐
待
に
つ
い
て
発
生
予
防
か
ら
自
立
支
援
ま
で
一
連
の
対
策
の
更
な
る
強
化
等
を
図
る

た
め
、
児
童
福
祉
法
の
理
念
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
、
市
町
村
及
び
児
童
相
談
所
の
体
制
の

強
化
、
里
親
委
託
の
推
進
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

 

１
．
児
童
福
祉
法
の
理
念
の
明
確
化
等

 
（

1）
児
童
は
、
適
切
な
養
育
を
受
け
、
健
や
か
な
成
長
・
発
達
や
自
立
等
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

 
（

2）
国
・
地
方
公
共
団
体
は
、
保
護
者
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
と
同
様
の
環
境
に
お
け
る
児
童
の
養
育
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（

3）
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
・
責
務
を
明
確
化
す
る
。

 
（

4）
親
権
者
は
、
児
童
の
し
つ
け
に
際
し
て
、
監
護
・
教
育
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
児
童
を
懲
戒
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
記
。

 
２
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防

 
（

1）
市
町
村
は
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
を
行
う
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（

2）
支
援
を
要
す
る
妊
婦
等
を
把
握
し
た
医
療
機
関
や
学
校
等
は
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
情
報
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（

3）
国
・
地
方
公
共
団
体
は
、
母
子
保
健
施
策
が
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見
に
資
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

 
３
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

 
（

1）
市
町
村
は
、
児
童
等
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
拠
点
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 
（

2）
市
町
村
が
設
置
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
調
整
機
関
に
つ
い
て
、
専
門
職
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（

3）
政
令
で
定
め
る
特
別
区
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

 
（

4）
都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
に
①
児
童
心
理
司
、
②
医
師
又
は
保
健
師
、
③
指
導
・
教
育
担
当
の
児
童
福
祉
司
を
置
く
と
と
も
に
、

 
 

 
  弁
護
士
の
配
置
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
（

5）
児
童
相
談
所
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
に
、
医
療
機
関
や
学
校
等
は
、
被
虐
待
児
童
等
に
関
す
る
資
料
等
を
提
供
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
４
．
被
虐
待
児
童
へ
の
自
立
支
援

 
（

1）
親
子
関
係
再
構
築
支
援
に
つ
い
て
、
施
設
、
里
親
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
な
ど
の
関
係
機
関
等
が
連
携
し
て
行
う
べ
き
旨
を
明
確
化
す
る
。

 
（

2）
都
道
府
県
（
児
童
相
談
所
）
の
業
務
と
し
て
、
里
親
の
開
拓
か
ら
児
童
の
自
立
支
援
ま
で
の
一
貫
し
た
里
親
支
援
を
位
置
付
け
る
。

 
（

3）
養
子
縁
組
里
親
を
法
定
化
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
（
児
童
相
談
所
）
の
業
務
と
し
て
、
養
子
縁
組
に
関
す
る
相
談
・
支
援
を
位
置
付
け
る
。

 
（

4）
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、

22
歳
の
年
度
末
ま
で
の
間
に
あ
る
大
学
等
就
学
中
の
者
を
対
象
に
追
加
す
る
。

 
（
検
討
規
定
等
）

 
 
○
施
行
後
速
や
か
に
、
要
保
護
児
童
の
保
護
措
置
に
係
る
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の
在
り
方
、
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
利
用
促
進
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。

 
 
○
施
行
後
２
年
以
内
に
、
児
童
相
談
所
の
業
務
の
在
り
方
、
要
保
護
児
童
の
通
告
の
在
り
方
、
児
童
福
祉
業
務
の
従
事
者
の
資
質
向
上
の
方
策
を
検
討
す
る
。

 
 
○
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
中
核
市
・
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
で
き
る
よ
う
、
そ
の
設
置
に
係
る
支
援
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

 

改
正
の
概
要

 

平
成

29
年
４
月
１
日
（
１
、
２
（

3）
に
つ
い
て
は
公
布
日
、
２
（

2）
、
３
（

4)
 (5
）
、
４
（

1）
に
つ
い
て
は
平
成

28
年

10
月
１
日
）

 
施
行
期
日

 

（
平
成

28
年

5月
27
日
成
立
・

6月
3日
公
布
）
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Ⅰ
 
児
童
福
祉
法
の
理
念
の
明
確
化
等

 

○
 
全
て
の
児
童
が
健
全
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
児
童
を
中
心
に
、
そ
の
福
祉
の
保
障
等
の
内
容
を
明
確
化
す
る
。

 

■
 
児
童
は
、
適
切
な
養
育
を
受
け
、
健
や
か
な
成
長
・
発
達
や
自
立
等
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
明
確
化
。
（児
童
福
祉
法
） 

（
１
）
児
童
の
福
祉
を
保
障
す
る
た
め
の
原
理
の
明
確
化

 

■
 
親
権
者
は
、
児
童
の
し
つ
け
に
際
し
て
、
監
護
・
教
育
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
児
童
を
懲
戒
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明
記
。
（児
童
虐
待
防
止
法
） 

（
４
）
し
つ
け
を
名
目
と
し
た
児
童
虐
待
の
防
止

 

■
 
国
・
地
方
公
共
団
体
の
役
割
・責
務
を
次
の
よ
う
に
明
確
化
。
（児
童
福
祉
法
） 

①
 
市
町
村
は
、
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
、
身
近
な
場
所
に
お
け
る
支
援
業
務
を
適
切
に
行
う
。

 
②

 
都
道
府
県
は
、
市
町
村
の
業
務
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
助
言
や
適
切
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、

専
門
的
な
知
識
・
技
術
や
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
業
務
を
適
切
に
行
う
。

 
③

 
国
は
、
市
町
村
・都
道
府
県
の
業
務
が
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
児
童
が
適
切
に
養
育
さ
れ
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
施
策
、

市
町
村
・
都
道
府
県
に
対
す
る
助
言
、
情
報
提
供
等
の
必
要
な
各
般
の
措
置
を
講
じ
る
。

 

（
３
）
国
・
地
方
公
共
団
体
の
役
割
・
責
務
の
明
確
化

 

■
 
国
・
地
方
公
共
団
体
は
、
児
童
が
家
庭
に
お
い
て
健
や
か
に
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
保
護
者
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
家
庭
に
お
け
る

養
育
が
適
当
で
な
い
場
合
に
は
、
児
童
が
家
庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
に
お
い
て
継
続
的
に
養
育
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な

 
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

（
２
）
家
庭
と
同
様
の
環
境
に
お
け
る
養
育
の
推
進
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Ⅱ
 
児
童
虐
待
の
発
生
予
防

 

○
 
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
等
を
通
じ
て
、
妊
娠
や
子
育
て
の
不
安
、
孤
立
等
に
対
応
し
、

児
童
虐
待
の
リ
ス
ク
を
早
期
に
発
見
・
逓
減
す
る
。

 

■
 
市
町
村
は
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
を
提
供
す
る
「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
す
る
よ
う
努
め
る

 
も
の
と
す
る
。
（母
子
保
健
法
）（
☆
）
 

※
 
平
成

2
7
年
度
実
施
市
町
村
数
：
1
3
8
市
町
村

 
→

 
平
成

2
8
年
度
実
施
市
町
村
数
（
予
定
）
：
2
5
1
市
町
村

 

※
 
法
律
上
は
、
「
母
子
健
康
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
名
称
。

 

（
１
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
法
定
化

 

■
 
支
援
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
妊
婦
や
児
童
・
保
護
者
を
把
握
し
た
医
療
機
関
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
等
は
、
そ
の
旨
を
市
町
村
に
情
報
提
供

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

（
２
）
支
援
を
要
す
る
妊
婦
等
に
関
す
る
情
報
提
供

 

■
 
国
・
地
方
公
共
団
体
は
、
母
子
保
健
施
策
が
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
を
明
記
。
（母
子
保
健
法
） 
（
☆
）
 

（
３
）
母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
虐
待
予
防
等

 

＊
 
（
☆
）
の
事
項
は
、
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
平
成

2
7
年

1
2
月

2
1
日
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
決
定
）
に
記
載
。
次
頁
以
降
も
同
じ
。
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Ⅲ
 
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

 

○
 
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
初
期
対
応
等
が
迅
速
・
的
確
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
や
児
童
相
談
所
の

体
制
や
権
限
の
強
化
等
を
行
う
。

 

■
 
市
町
村
は
、
児
童
等
に
対
す
る
必
要
な
支
援
を
行
う
た
め
の
拠
点
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

（
１
）
市
町
村
に
お
け
る
支
援
拠
点
の
整
備

 

■
 
市
町
村
が
設
置
す
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
調
整
機
関
に
つ
い
て
、
専
門
職
を
配
置
す
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

※
 
現
行
は
、
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
に
お
け
る
専
門
職
（
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
、
保
健
師
等
）
の
配
置
は
努
力
義
務
で
あ
り
、

1
,3

8
7市
区
町
村

（
8
0
.4
％
）
が
配
置
済
。
（
平
成

2
7
年
４
月
１
日
）
 

■
 
調
整
機
関
に
配
置
さ
れ
る
専
門
職
は
、
国
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

（
２
）
市
町
村
の
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
機
能
強
化

 

■
 
政
令
で
定
め
る
特
別
区
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

※
 
現
行
法
上
、
政
令
で
定
め
る
市
（
現
在
、
横
須
賀
市
・
金
沢
市
）
は
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
政
令
で
定
め
る
特
別
区
に
つ
い
て
も
こ
れ
と

 
 

同
様
と
す
る
。

 

■
 
政
府
は
、
改
正
法
の
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
中
核
市
・
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
で
き
る
よ
う
、
そ
の
設
置
に
係
る
支
援
等
の

 
 

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
（改
正
法
附
則
） 

（
３
）
児
童
相
談
所
設
置
自
治
体
の
拡
大
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■
 
①
児
童
心
理
司
、
②
医
師
又
は
保
健
師
、
③
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
（
他
の
児
童
福
祉
司
の
指
導
・
教
育
を
行
う
児
童
福
祉
司
）
を
配
置
す
る

 
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

※
 
児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
に
つ
い
て
、
区
域
内
の
人
口
等
に
加
え
、
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
・同
法
施
行
令
） 

※
 
専
門
職
の
配
置
充
実
を
促
進
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
「
児
童
相
談
所
強
化
プ
ラ
ン
」
を
策
定
。

 

■
 
児
童
福
祉
司
（
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
を
含
む
）
は
、
国
の
基
準
に
適
合
す
る
研
修
を
受
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

※
 
社
会
福
祉
主
事
を
児
童
福
祉
司
に
任
用
す
る
場
合
、
任
用
前
の
指
定
講
習
会
を
受
講
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

■
 
児
童
相
談
所
設
置
自
治
体
は
、
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
適
切
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
、
弁
護
士
の
配
置

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
） 

（
４
）
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

 

■
 
児
童
相
談
所
か
ら
市
町
村
へ
の
事
案
送
致
を
新
設
。
（児
童
福
祉
法
・児
童
虐
待
防
止
法
） 

※
 
現
行
は
、
市
町
村
か
ら
児
童
相
談
所
へ
の
事
案
送
致
の
み
規
定
。

 

※
 
併
せ
て
、
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
共
通
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
を
開
発
し
、
共
通
基
準
に
よ
る
初
期
評
価
に
基
づ
く
役
割
分
担
を
明
確
化
。
こ
れ
に
よ
り
、
漏
れ

の
な
い
対
応
を
確
保
。

 

■
 
臨
検
・
捜
索
に
つ
い
て
、
再
出
頭
要
求
を
経
ず
と
も
、
裁
判
所
の
許
可
状
に
よ
り
、
実
施
で
き
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
虐
待
防
止
法
） 
（
☆
）
 

※
 
現
行
は
、
保
護
者
が
立
入
調
査
を
拒
む
こ
と
に
加
え
、
再
出
頭
要
求
に
も
応
じ
な
い
こ
と
が
要
件
。

 

■
 
児
童
相
談
所
・
市
町
村
か
ら
被
虐
待
児
童
等
に
関
す
る
資
料
等
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
加
え
、
医
療

 
 

機
関
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
等
が
当
該
資
料
を
提
供
で
き
る
旨
を
規
定
。
（児
童
虐
待
防
止
法
） 
（
☆
）
 

■
 
政
府
は
、
改
正
法
の
施
行
後
速
や
か
に
、
要
保
護
児
童
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
関
与
の

 
 

 
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
（改
正
法
附
則
） 

（
５
）
児
童
相
談
所
の
権
限
強
化
等

 

■
 
政
府
は
、
改
正
法
の
施
行
後
２
年
以
内
に
、
児
童
相
談
所
の
業
務
の
在
り
方
、
要
保
護
児
童
の
通
告
の
在
り
方
や
、
児
童
福
祉
に
関
す
る

 
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

 
す
る
。
（改
正
法
附
則
） 

（
６
）
通
告
・
相
談
窓
口
等
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Ⅳ
 
被
虐
待
児
童
へ
の
自
立
支
援

 

■
 
親
子
関
係
再
構
築
支
援
は
、
関
係
機
関
等
が
連
携
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
明
記
。
（児
童
福
祉
法
） 

■
 
施
設
入
所
や
里
親
委
託
等
の
措
置
を
解
除
す
る
際
に
、
都
道
府
県
（児
童
相
談
所
）が
委
託
し
た
民
間
団
体
等
が
必
要
な
助
言
を
実
施

 
 

 
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
（児
童
虐
待
防
止
法
） 
（
☆
）
 

■
 
施
設
入
所
や
里
親
委
託
等
の
措
置
を
解
除
さ
れ
た
児
童
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
等
が
連
携
し
て
、
児
童
の
継
続
的
な
安
全
確
認
を
行
う

 
 

 
と
と
も
に
、
保
護
者
へ
の
相
談
・支
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
（児
童
虐
待
防
止
法
） 

 

（
１
）
親
子
関
係
再
構
築
支
援

 

■
 
里
親
支
援
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
（児
童
相
談
所
）
の
業
務
と
し
て
位
置
付
け
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

■
 
養
子
縁
組
里
親
を
法
定
化
し
、
研
修
の
義
務
化
、
欠
格
要
件
や
都
道
府
県
に
よ
る
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
規
定
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

■
 
養
子
縁
組
に
関
す
る
相
談
・
支
援
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
（
児
童
相
談
所
）の
業
務
と
し
て
位
置
付
け
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

■
 
政
府
は
、
改
正
法
の
施
行
後
速
や
か
に
、
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
利
用
促
進
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

 
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
（改
正
法
附
則
） 

（
２
）
里
親
委
託
等
の
推
進

 

■
 
一
時
保
護
中
の

1
8歳
以
上
の
者
等
に
つ
い
て
、

20
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
新
た
に
施
設
入
所
等
措
置
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

 
 

そ
の
保
護
者
に
対
す
る
面
会
・通
信
制
限
等
の
対
象
と
す
る
。
（児
童
福
祉
法
・児
童
虐
待
防
止
法
） 

■
 
自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、

2
2歳
の
年
度
末
ま
で
の
間
に
あ
る
大
学
等
就
学
中
の
者
を
対
象
に
追
加
。
（児
童
福
祉
法
） 
（
☆
）
 

※
 
現
行
は
、

2
0
歳
未
満
の
児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
が
対
象
。

 
※

 
併
せ
て
、
施
設
入
所
等
措
置
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い
て
、

1
8
歳
（
措
置
延
長
の
場
合
は

2
0
歳
）
到
達
後
も
、

2
2
歳
の
年
度
末
ま
で
、
引
き
続
き
必
要
な
支
援
を

 
 

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
の
創
設
を
検
討
。

 

（
３
）
1
8
歳
以
上
の
者
に
対
す
る
支
援
の
継
続

 

○
 
被
虐
待
児
童
に
つ
い
て
、
親
子
関
係
再
構
築
支
援
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
施
設
入
所
や
里
親
委
託
の
措
置
が

採
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
個
々
の
児
童
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を
実
施
し
、
将
来
の
自
立
に
結
び
つ
け
る
。
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児
童
相
談
所
設
置
自
治
体
の
拡
大

【
平
成
29
年
４
月
施
行
・
児
童
福
祉
法
】

〇
平
成
1
6
年
改
正
で
、
中
核
市
（※
）は
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
横
須
賀
市
・金
沢
市
の
２
市

に
と
ど
ま
り
、
設
置
が
進
ん
で
い
な
い
。

※
法
律
上
は
中
核
市
以
外
の
一
般
市
で
も
設
置
可
能
。

〇
特
別
区
は
、
改
正
前
の
法
律
に
お
い
て
は
、
政
令
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

考 え 方 ○
政
令
で
定
め
る
特
別
区
（希
望
す
る
特
別
区
の
要
請
に
応
じ
て
指
定
）は
、
政
令
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
児
童
相
談
所
を

設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

○
政
府
は
、
中
核
市
・特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
で
き
る
よ
う
、
施
行
後
５
年
を
目
途
と
し
て
、
必
要
な
支
援
を
実
施
す
る
。

改
正
法
に
よ
る
対
応

現
行

都
道
府
県
（４
７
）
１
７
９
か
所

政
令
指
定
都
市
（２
０
）２
７
か
所

児
童
相
談
所
設
置
市

２
か
所

（横
須
賀
市
、
金
沢
市
）

改
正
後

都
道
府
県

政
令
指
定
都
市

児
童
相
談
所
設
置
市

※
中
核
市
は
全
部
で
４
７
市

特
別
区

政
府
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
で
き
る
よ
う
必
要

な
支
援
を
実
施

設 置 義 務

設 置 義 務

希 望 す る 市

希 望 す る 市 ・

特 別 区

※
希
望
す
る
市
区
か
ら
、
政
令
指
定
の
要
請
が
あ
っ
た
際
に
は
、
国
は
、
希
望
市
区
に

お
け
る
事
務
遂
行
体
制
、
都
道
府
県
と
の
連
携
体
制
等
を
確
認
の
上
、
政
令
指
定
す
る
。
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児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

【
平
成
28
年
10
月
施
行
（
※
）
・
公
布
日
施
行
】

（
※
研
修
義
務
付
け
は
平
成
29
年
４
月
施
行
）

○
児
童
虐
待
の
相
談
対
応
件
数
は
増
加
が
続
く
一
方
、
児
童
の
心
理
、
健
康
・発
達
や
、
法
律
に
関
す
る
専
門
的
知
識
・技
術
等

を
要
す
る
複
雑
・困
難
な
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
る
。

業
務
量
に
見
合
っ
た
児
童
相
談
の
体
制
や
専
門
性
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

考 え 方 ○
都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
に
、
①
児
童
心
理
司
、
②
医
師
又
は
保
健
師
、
③
指
導
・教
育
担
当
の
児
童
福
祉
司

（ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
）を
置
く
と
と
も
に
、
弁
護
士
の
配
置
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
（※
）を
行
う
。

※
法
改
正
に
よ
る
制
度
面
で
の
強
化
と
併
せ
て
、
財
政
面
で
も
「児
童
相
談
所
強
化
プ
ラ
ン
」を
策
定
し
地
方
交
付
税
措
置
の
拡
充
を
行
う
。

※
「弁
護
士
の
配
置
に
準
ず
る
措
置
」と
は

→
弁
護
士
を
配
置
す
る
こ
と
と
実
質
的
に
同
等
で
あ
る
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
措
置
で
あ
る
必
要
。

・都
道
府
県
ご
と
に
、
区
域
内
の
人
口
等
を
勘
案
し
て
中
央
児
童
相
談
所
等
に
適
切
な
数
の
弁
護
士
を
配
置
し
、

弁
護
士
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
児
童
相
談
所
と
の
間
に
お
け
る
連
携
・協
力
を
図
る
こ
と
等

を
想
定
。

・単
に
法
令
事
務
の
経
験
を
有
す
る
行
政
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
等

は
含
ま
れ
な
い
。

○
児
童
福
祉
司
（ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
を
含
む
）に
つ
い
て
、
国
の
基
準
に
適
合
す
る
研
修
の
受
講
を
義
務
付
け
。

※
併
せ
て
、
社
会
福
祉
主
事
を
児
童
福
祉
司
と
し
て
任
用
す
る
場
合
に
は
、
任
用
前
の
指
定
講
習
会
の
受
講
を
義
務
付
け
。

改
正
法
に
よ
る
対
応

児
童
心
理
司

指
導
・教
育
担
当
の
児
童
福
祉
司

任
用
の
要
件

・精
神
保
健
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
医
師

・大
学
に
お
い
て
心
理
学
を
専
攻
し
た
者

・概
ね
５
年
以
上
、
児
童
福
祉
司
と
し
て
の
勤
務
経
験

を
有
す
る
者

＜
新
た
に
児
童
相
談
所
に
配
置
す
る
専
門
職
の
任
用
要
件
＞
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○
児
童
相
談
所
の
専
門
職
を
大
幅
に
増
員
。

○
児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
に
つ
い
て
、

人
口
に
加
え
、
虐
待
相
談
対
応
を
考
慮
。

○
弁
護
士
の
配
置
を
積
極
的
に
推
進
。

「す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
平
成
27
年
12
月
21
日
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
決
定
）に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
の
体
制
及

び
専
門
性
を
計
画
的
に
強
化
す
る
た
め
、
「児
童
相
談
所
強
化
プ
ラ
ン
」を
策
定
す
る
。
（平
成
28
年
度
か
ら
31
年
度
ま
で
）

①
専
門
職
の
増
員
等

③
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化
等

②
資
質
の
向
上

○
児
童
福
祉
司
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

の
研
修
受
講
を
義
務
化
。

○
児
童
福
祉
司
に
任
用
さ
れ
る
社
会
福

祉
主
事
の
任
用
前
講
習
受
講
を
義
務
化
。

○
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
（共
通
基
準
）を
作
成
し
、

児
童
相
談
所
と
市
町
村
の
役
割
分
担
を
明
確
化
。

○
市
町
村
に
お
け
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議

会
の
設
置
を
徹
底
。
調
整
機
関
に
専
門
職
を
置
き

研
修
受
講
を
義
務
化
。

○
警
察
と
連
携
し
、
人
事
交
流
や
研
修
等
を
推
進
。

３
，
４
８
０
人

児
童
福
祉
司

※
保
健
師
に
つ
い
て
は
、
平
成
29
年
度
を
目
標
と
す
る
。

平
成
27
年
度
実
績

平
成

31
年
度
目
標

（強
化
プ
ラ
ン
期
間
４
年
間
）

４
７
０
人

５
８
０
人

ス
ー
パ
ー

バ
イ
ザ
ー

１
，
２
９
０
人

１
，
７
４
０
人

児
童
心
理
司

９
０
人

２
１
０
人

保
健
師

４
，
３
１
０
人

５
，
４
３
０
人

合
計

＋
１
，
１
２
０
人
程
度

（Ｈ
２
７

‘比
＋
２
６
％
）

※
児
童
相
談
所
の
人
員
体
制
強
化
に
当
た
り
、
上
記
専
門
職
以
外
の
職
員
の
一
部
（4
50
人
程
度
）を
専
門
職
に
振
り
替
え
る
（全
体
で
67
0人
程
度
の
純
増
）。

１
．
目
的

児
童
相
談
所
強
化
プ
ラ
ン
（概
要
）

３
．
専
門
職
の
増
員
目
標

２
，
９
３
０
人

２
．
内
容

＋
５
５
０
人
程
度
（Ｈ

２
７

‘
比
＋
1
9
％
）

＋
１
１
０
人
程
度
（Ｈ

２
７

‘
比
＋
2
3
％
）

＋
４
５
０
人
程
度
（Ｈ

２
７

‘
比
＋
3
5
％
）

＋
１
２
０
人
程
度
（Ｈ

２
７

‘
比
＋
1
3
3
％
）

（
平
成
28
年
４
月
25
日
厚
生
労
働
省
児
童
虐
待
防
止
対
策
推
進
本
部
決
定
）
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児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
児
童
福
祉
司
の
担
当
区
域
の
標
準

 
 

 
＝

 
 

 
人
口

 
お
お
む
ね
４
～
７
万
人

 

○
 
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
は
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
に
規
定
。
今
般
の
児
童
福
祉
法
の
改
正
（
改
正
児
童
福
祉

 
 
法
第

13
条
第
２
項
）
等
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
改
正
す
る
予
定
。

 
○

 
平
成

28
年

10
月
か
ら
は
、
以
下
を
予
定
。

 
 
①
各
児
童
相
談
所
の
管
轄
地
域
の
人
口
４
万
人
に
１
人
以
上
を
配
置
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

 
 
②
全
国
平
均
よ
り
虐
待
相
談
対
応
の
発
生
率
が
高
い
場
合
に
は
、
業
務
量
（
虐
待
相
談
対
応
件
数
）
に
応
じ
て
上
乗
せ
を
行
う
。

 
 
※
平
成

27
年
度
の
全
国
の
児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童
福
祉
司
の
配
置
実
態
を
踏
ま
え
、
経
過
措
置
を
設
け
る
予
定
。

 

 
 

 
 

 
①

 
児
童
相
談
所
の
管
轄
地
域
の
人
口
／
４
万
人

 
 

②
 各
児
童
相
談
所
の
虐
待
相
談
対
応
件
数

 －
 各
児
童
相
談
所
管
轄
地
域
の
人
口

 
×

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  ×
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
全
国
の
虐
待
相
談
対
応
件
数

 
全
国
の
人
口

 
 

１
 

４
０

 
 

 

※
 
各
年
度
に
お
け
る
配
置
標
準
は
、
人
口
は
直
近
の
国
勢
調
査
の
数
値
を
、
虐
待
相
談
対
応
件
数
は
前
々
年
度
の
福
祉
行
政
報
告
例
の
数
値
を
用
い
て
算
定
。

 
※

 
各
児
童
相
談
所
の
虐
待
相
談
対
応
発
生
率
が
、
全
国
平
均
の
虐
待
相
談
対
応
発
生
率
よ
り
も
高
い
場
合
の
み
、
①
に
②
を
加
え
て
得
た
数
を
標
準
と
す
る
。

 
※

 
②
の
「
１
／
４
０
」
は
、
平
均
的
な
児
童
福
祉
司
の
虐
待
相
談
に
係
る
持
ち
ケ
ー
ス
数
（
年
間
約
４
０
ケ
ー
ス
（
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
総
務
課
調
べ

))
 

 
 

 
を
踏
ま
え
た
も
の
。

 

全
国
平
均
の
虐
待
相
談
対
応
発
生
率
≒

0.
1％

 

現
行

 

 
 

 
 

 
児
童
福
祉
司
の
配
置
数
の
標
準

 
 

 
 
＝

  
 

 
①

 
＋

 
②

 
以
上

 
 

改
正
後

 

※
交
通
事
情
等
を
考
慮
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児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
の
経
過
措
置
に
つ
い
て

児
童
福
祉
司
の
配
置
標
準
に
つ
い
て
は
、
平
成
28
年
10
⽉
か
ら

➀
各
児
童
相
談
所
の
管
轄
地
域
の
⼈
⼝
４
万
⼈
に
１
⼈
以
上
を
配
置
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

➁
全
国
平
均
よ
り
虐
待
相
談
対
応
の
発
⽣
率
が
⾼
い
場
合
に
は
、
業
務
量
（
虐
待
相
談
対
応
件
数
）
に
応

じ
て
上
乗
せ
を
⾏
う
。

こ
と
と
な
る
が
、
各
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
の
現
在
の
児
童
福
祉
司
の
配
置
状
況

等
を
勘
案
し
、
以
下
の
と
お
り
➀
の
⼈
⼝
要
件
に
つ
い
て
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

平
成
28
年
度

10
⽉
〜

平
成
29
年
度

４
⽉
〜

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

４
⽉
〜

⼈
⼝
６
万
⼈
に

1⼈
以
上
を
配
置

す
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
。

＋ ➁

⼈
⼝
５
万
⼈
に
1⼈

以
上
を
配
置
す
る
こ
と

を
基
本
と
す
る
。

＋ ➁

経
過
措
置

⼈
⼝
４
万
⼈
に

1⼈
以
上
を
配
置

す
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
。

＋ ➁
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16
 

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
、
児
童
心
理
司
、
保
健
師
の
配
置
標
準
等
に
つ
い
て

 

○
 
児
童
福
祉
司
（
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
以
外
）
５
人
に
つ
き
１
人
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
と
す

 
 
る
。
（
参
酌
基
準
。
児
童
福
祉
法
施
行
令
に
規
定
予
定
。
）

 

①
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
（
改
正
児
童
福
祉
法
第

13
条
第
５
項
第
６
項
）

 

○
 
今
般
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
平
成

28
年

10
月
以
降
、
児
童
相
談
所
に
、
①
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
（
他
の
児
童

 
 
福
祉
司
の
指
導
・
教
育
を
行
う
児
童
福
祉
司
）
、
②
児
童
心
理
司
、
③
医
師
又
は
保
健
師
を
配
置
す
る
と
さ
れ
た
こ
と

 
 
に
伴
い
、
職
種
ご
と
の
配
置
に
係
る
基
準
等
を
児
童
福
祉
法
施
行
令
等
に
お
い
て
定
め
る
予
定
。

 

○
 
児
童
福
祉
司
２
人
に
つ
き
１
人
以
上
の
児
童
心
理
司
を
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
児
童
相
談
所
運
営
指
針
を

 
 
改
訂
予
定
。
）

 

②
児
童
心
理
司
（
改
正
児
童
福
祉
法
第

12
条
の
３
第
６
項
第
１
号
）

 

 
③
医
師
又
は
保
健
師
（
改
正
児
童
福
祉
法
第

12
条
の
３
第
６
項
第
２
号
）

 
 

○
 
医
師
又
は
保
健
師
を
１
人
以
上
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
。
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児
童
福
祉
司
の
任
用
資
格
取
得
過
程

 

児
童
福
祉
司

 

児
童
福
祉
司
任
用
資
格

 都
道
府
県
等
に
よ
る
任
用

 

都
道
府
県

 
知
事
の
指
定

す
る
養
成
校

を
卒
業

 
 

又
は

 
 

都
道
府
県

 
知
事
の
指
定

す
る
講
習
会

の
課
程
を

 
修
了
し
た
者

 

第
１
３
条

 
第
２
項
第
１
号

 
第
１
３
条

 
第
２
項
第
２
号

 

大
学
（
大
学
院
、

外
国
の
大
学
含

む
（
※
）

 ）
に
お

い
て
、

 
心
理
学
、

 
教
育
学
、

 
社
会
学
を

 
専
修
し
卒
業

 

指
定
施
設
で

 
1年
以
上

 
相
談
援
助

 
業
務
に
従
事

 

第
１
３
条
第
２
項
第
３
号

 
及
び
３
号
の
２

 

医
師

 
社
会
福
祉
士

 
精
神
保
健

 
福
祉
士
（
※
）

 
 

第
１
３
条
第
２
項

第
４
号

 

社
会
福
祉
主
事

 

社
会
福
祉

主
事
と
し
て

２
年
以
上

 
児
童
福
祉

事
業
に

 
従
事

 

第
１
３
条
第
２
項
第
５
号

 

助
産
師

 
教
員
（
１
種
）

 
保
健
師

 

指
定
施
設

 
で

1年
以
上

 
相
談
援
助

 
業
務
に
従
事

 

指
定
講
習
会

 
の
課
程
を

 
修
了

 

看
護
師

 
保
育
士

 
教
員
（
２
種
）

 

指
定
講
習
会

の
課
程
を

 
修
了

 

指
定
施
設

 
で
２
年
以
上

 
相
談
援
助

 
業
務
に
従
事

 

 
社
会
福
祉

 
主
事
た
る

 
資
格
を
得
た
後

 
以
下
の
合
計
が
２
年

以
上

 
 

社
会
福
祉

 
主
事
と
し
て

 
児
童
福
祉

 
事
業
に
従
事

 
＋

 
児
童
相
談
所
所
員

 
 

社
会
福
祉

主
事
た
る

資
格
を

 
得
た
後

 
３
年
以
上

児
童
福
祉

事
業
に

 
従
事

 

児
童

 
指
導
員

 

指
定
施
設
で

２
年
以
上

 
相
談
援
助

 
業
務
に
従
事

 

指
定
講
習
会

の
課
程
を

 
修
了

 

※
第

13
条
第
２
項
第
５
号
に
該
当
。

 

指
定
講
習
会

 
の
課
程
を

 
修
了

 

指
定
講
習
会

 
の
課
程
を

 
修
了

 

指
定
講
習
会

 
の
課
程
を

 
修
了

 

任
用
後
の
研
修
受
講
を
義
務
化

 

主
任
児
童
福
祉
司

 

主
任
児
童
福
祉
司
任
用
後
の
研
修
を
義
務
化

 

 

５
年
以
上
の
児
童
福
祉
司
経
験
者
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弁
護

士
の

配
置

に
つ
い
て

○
児
童
相
談
所
に
お
い
て
は
、
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
の
増
加
が
続
き
、
ま
た
、
法
的
に
複

雑
・
難
し
い
対
応
を
要
す
る
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
児
童
の
安
全
と
健
や
か
な
成
長
を
確
保
す
る
た
め
、
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
・
経
験
を
要
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
迅
速
・
的
確
に
対

応
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

※
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
の
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、

・
民
法
や
家
事
審
判
法
な
ど
の
専
門
領
域
に
関
す
る
法
的
知
識
に
基
づ
き
、
法
第
2
8
条
の
措
置
や
親
権
停
止
・
喪
失
の
審
判
の
申
立
て
等
の
手
続
に
関
す
る
助

言
・
指
導
等

・
警
察
か
ら
の
捜
査
関
係
事
項
照
会
へ
の
対
応

・
保
護
者
が
弁
護
士
を
つ
け
た
場
合
に
児
童
相
談
所
も
法
的
に
対
等
な
立
場
で
対
抗
し
保
護
者
を
指
導
す
る
こ
と

・
法
第
2
8
条
の
措
置
や
親
権
停
止
・
喪
失
の
審
判
の
申
立
て
等
に
反
対
し
て
い
る
保
護
者
や
児
童
福
祉
司
の
指
導
に
応
じ
な
い
保
護
者
に
対
し
法
的
知
識
を
前

提
に
説
得
的
な
指
導
を
行
う
こ
と

等
が
考
え
ら
れ
る
。

○
こ
の
た
め
、
今
般
の
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
平
成
28

年
10

月
か
ら
、
児
童
相
談
所
設
置
自
治
体
は
、
児
童
相
談
所
に
弁
護
士
を
配
置
す
る
こ
と

と
さ
れ
、
こ
れ
が
難
し
い
場
合
に
は
、
弁
護
士
の
配
置
に
「
準
ず
る
措
置
」
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

※
「
準
ず
る
措
置
」
と
は
、
法
律
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
適
切
・
円
滑
に
行
う
観
点
か
ら
、
弁
護
士
の
配
置
と
実
質
的
に
同
等
で
あ
る

と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
例
え
ば
、
都
道
府
県
ご
と
に
、
区
域
内
の
人
口
等
を
勘
案
し
て
中
央
児
童
相
談
所
等
に
適
切
な
数
の
弁
護
士
を
配
置
し
、

弁
護
士
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
児
童
相
談
所
と
の
間
に
お
け
る
連
携
・
協
力
を
図
る
こ
と
等
を
想
定
し
て
い
る
。

な
お
、
単
に
法
令
事
務
の
経
験
を
有
す
る
行
政
職
員
等
の
配
置
は
、
「
準
ず
る
措
置
」
に
は
含
ま
れ
な
い
。

（
参

考
：
法

的
機

能
対

応
強

化
事

業
平

成
2
8
年

度
予

算
額

：
児

童
虐

待
・
D
V
対

策
等

総
合

支
援

事
業

７
３
億

円
の
内

数
）

○
事

業
内

容
：
児

童
相

談
所

に
よ
る
弁

護
士

等
を
活

用
し
て
業

務
を
行

う
場

合
に
補

助
を
行

う
。

（
１
）
児

童
虐

待
等

の
相

談
を
受

理
し
た
際

、
必

要
に
応

じ
て
法

的
対

応
に
関

す
る
助

言
や

関
係

者
と
の
調

整
を
行

う
。

（
２
）
法

的
申

立
を
行

う
な
ど
、
司

法
的

対
応

が
必

要
と
な
る
場

合
に
、
保

護
者

等
、
家

庭
裁

判
所

及
び

関
係

機
関

と
の
調

整
を
行

う
。

（
３
）
臨

検
･捜

索
に
係

る
許

可
状

の
請

求
を
家

庭
裁

判
所

に
対

し
行

う
。

等
○

補
助

対
象

：
非

常
勤

職
員

と
し
て
弁

護
士

を
配

置
し
た
場

合
や

、
弁

護
士

事
務

所
と
契

約
等

し
た
場

合
の
報

酬
・
謝

金
等

。
○

補
助

割
合

：
国

１
／

２
・

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、
児

童
相

談
所

設
置

市
１
／

２
○

補
助

基
準

額
（
児

童
相

談
所

１
か
所

当
た
り
）

（
平

成
2
7
年

度
）
約

５
６
万

円
/
年

→
（
平

成
2
8
年

度
予

算
）
３
０
８
万

円
/
年
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里
親
委
託
の
推
進

【
平
成
29
年
４
月
施
行
・
児
童
福
祉
法
】

○
里
親
制
度
に
対
す
る
社
会
的
認
知
度
が
低
く
、
委
託
可
能
な
登
録
里
親
が
少
な
い
。

○
児
童
相
談
所
が
虐
待
対
応
業
務
に
追
わ
れ
、
里
親
委
託
の
業
務
に
十
分
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
個
別
の
里
親

へ
の
支
援
が
行
き
届
い
て
い
な
い
。

里
親
制
度
の
普
及
促
進
及
び
里
親
支
援
の
拡
充
が
必
要
。

考 え 方

Ｈ
2
2年
度
末

Ｈ
2
3年
度
末

Ｈ
2
4年
度
末

Ｈ
2
5年
度
末

Ｈ
2
6年
度
末

12
.0
％

13
.5
％

14
.8
％

15
.6
％

16
.5
％

○
里
親
等
委
託
率
の
推
移
及
び
目
標
値

Ｈ
3
1年
度
末

22
.0
％
(※
)

Ｈ
4
1年
度
末

概
ね

33
％

(※
) 
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（平
成
２
７
年
３
月
閣
議
決
定
）に
お
け
る
目
標
値

○
里
親
等
へ
の
委
託
の
推
進
及
び
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
化
を
推
進
す
る
た
め
の
「
都
道
府
県
推
進
計
画
」
の
内
容
等

に
関
す
る
調
査
結
果
（
平
成
２
８
年
３
月
末
日
現
在
）

平
成

2
7年
４
月
１
日

平
成

3
1年
度

平
成

3
6年
度

平
成

4
1年
度

里
親
・フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委
託
児
童
の
割
合

15
.8
％

20
.2
％

24
.7
％

30
.8
％

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
入
所
児
童
の
割
合

7.
9％

11
.6
％

17
.1
％

24
.8
％

本
体
施
設
入
所
児
童
の
割
合

76
.4
％

68
.2
％

58
.1
％

44
.5
％

合
計

10
0％

10
0％

10
0％

10
0％

※
国
が
目
標
と
し
て
い
る
「概
ね
33
％
」に
満
た
な
い
目
標
設
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
自
治
体
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
層
の
取
組
が
必
要
。

○
家
庭
と
同
様
の
環
境
に
お
け
る
養
育
推
進
の
理
念
を
明
確
化
。

○
里
親
制
度
の
広
報
啓
発
等
に
よ
る
里
親
開
拓
か
ら
、
里
親
と
児
童
の
マ
ッ
チ
ン
グ
、
里
親
に
対
す
る
訪
問
支
援
等
に
よ
る

自
立
支
援
ま
で
、
一
貫
し
た
里
親
支
援
を
都
道
府
県
（児
童
相
談
所
）の
業
務
と
し
て
法
定
。

改
正
法
に
よ
る
対
応

改
正
法
を
踏
ま
え
、
特
別
養
子
縁
組
の

位
置
付
け
等
に
つ
い
て
今
後
検
討
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児
童
相
談
所
設
置
に
向
け
た
支
援
策
に
つ
い
て

◆
中
核
市
・特

別
区
等
の
児
童
相
談
所
設
置
に
係
る
国
の
支
援
策
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
資
料
１

◆
中
核
市
・特

別
区
等
の
児
童
相
談
所
設
置
に
係
る
都
道
府
県
等
の
支
援
策
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
資
料
２

支
援
策
の
具
体
的
な
内
容

○
平
成

28
年
５
月
に
成
立
した

「児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

28
年
法
律
第

63
号
）
」（

以
下

「改
正
法
」と
い
う。
）
に
お
い
て
、児

童
相
談
所
の
設
置
主
体
とし
て
新
た
に
「政

令
で
定
め
る
特
別
区
」が
追
加
され

、平
成

29
年
４
月
１
日
よ
り施

行
され

る
。

ま
た
、改

正
法
の
附
則
に
お
い
て
「政

府
は
、こ
の
法
律
の
施
行
後
５
年
を
目
途
とし
て
、地

方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律

第
67
号
）
第
25

2条
の

22
第
１
項
の
中
核
市
及
び
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
こと
が
で
き
る
よ
う、
その

設
置
に

係
る
支
援
その

他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
とす

る
。」
と規

定
され

て
い
る
。

○
児
童
相
談
所
の
設
置
準
備
に
お
い
て
は
、専

門
人
材
の
確
保
・育

成
、一

時
保
護
所
の
整
備
・運

営
や
児
童
相
談
所
設

置
市
とし
て
の
業
務
を
行
う上

で
の
体
制
な
ど、
様
々
な
事
項
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、市

区
の
み
で
検
討
す
る
の
で
は
な
く、

厚
生
労
働
省
及
び
都
道
府
県
等
に
よ
る
設
置
支
援
も
必
要
で
あ
る
。

○
この

た
め
、現

時
点
に
お
け
る
、児

童
相
談
所
の
設
置
に
向
け
た
支
援
策
を
ま
とめ

た
の
で
、こ
れ
らを

参
考
に
設
置
に
向
け
た

検
討
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

支
援
実
施
の
必
要
性
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中
核
市
・特
別
区
等
に
お
け
る
児
童
相
談
所
設
置
に
係
る
国
の
支
援
策

①
児
童
相
談
所
設
置
準
備
等
に
係
る
補
助
職
員
の
配
置

②
児
童
相
談
所
の
業
務
を
学
ぶ
間
の
代
替
職
員
の
配
置

③
研
修
専
任
コー

デ
ィネ
ー
タ
ー
の
配
置

④
そ
の
他財
政
面
に
お
け
る
支
援
策
（
参
考
資
料
１
）

①
児
童
相
談
所
設
置
の
た
め
の
マ
ニ
ュア
ル
の
作
成
（
参
考
資
料
２
）

②
児
童
福
祉
司
等
の
義
務
化
さ
れ
た
研
修
の
実
施
（
参
考
資
料
３
）

③
児
童
福
祉
司
の
任
用
資
格
要
件
の
見
直
し（

参
考
資
料
４
）

④
児
童
相
談
所
設
置
ま
で
の
ロ
ー
ドマ
ップ
（
例
）

・児
童
相
談
所
設
置
市
の
政
令
指
定
の
仕
組
み
（
参
考
資
料
５
・６
）

制
度
・運
用
面
に
お
け
る
支
援
策

（
主
な
内
容
）

児
童
相
談
所
の
設
置
準
備
に
伴
う事

務
手
続
、関

係
機
関
や

地
域
住
民
との

調
整
等
の
業
務
に
対
応
す
る
補
助
職
員
の
配
置
。

（
主
な
内
容
）

市
区
の
職
員
が
、児

童
相
談
所
に
派
遣
され

、実
務
を通

じて
児
童
相
談
所
の
業
務
を学

ぶ
間
に
、当

該
職
員
等
の
代
替
とし
て

業
務
を行

う職
員
の
配
置
。

（
主
な
内
容
）

都
道
府
県
等
が
義
務
研
修
等
の
講
師
の
依
頼
、場

所
の
確
保
、

日
程
調
整
、
修
了
証
の
作
成
、受

講
者
名
簿
の
作
成
及
び

管
理
等
、研

修
等
を円

滑
に
実
施
す
る
た
め
の
事
務
手
続
全
般
を

担
う職

員
の
配
置
。

以
下
の
職
員
（
非
常
勤
）
に
つ
い
て
も
配
置
を充

実
。

・保
護
者
指
導
を行

う者
・弁

護
士

・安
全
確
認
を行

う者
等

【資
料
１
】

（
主
な
内
容
）

児
童
相
談
所
の
設
置
準
備
か
ら、
開
設
まで

の
流
れ
を網

羅
的
に
把
握
で
き

る
よう
必
要
な
整
理
事
項
をま

とめ
た
、児

童
相
談
所
設
置
の
た
め
の
マニ

ュア
ル
を今

年
度
中
に
作
成
。

（
主
な
内
容
）

平
成

29
年
４
月
か
ら実

施
され

る
、児

童
福
祉
司
等
の
義
務
化
され

た
研
修
に
つ
い
て
、「
子
ども
家
庭
福
祉
人
材
の
専
門
性
確
保
ワー

キ
ング

グ
ル
ー

プ」
に
お
い
て
カリ
キ
ュラ
ム
等
を作

成
。

（
主
な
内
容
）

児
童
福
祉
法
第

13
条
第
３
項
第
２
号
に
規
定
す
る
「厚

生
労
働
省
令
で

定
め
る
施
設
」に
都
道
府
県
・市

区
町
村
に
お
け
る
子
育
て
支
援
担
当
部
局
を

含
め
る
な
ど、
対
象
施
設
の
拡
大
を行

い
、児

童
福
祉
司
の
任
用
資
格
要
件

の
緩
和
を検

討
。

（
主
な
内
容
）

児
童
相
談
所
設
置
の
検
討
を進

め
る
際
に
留
意
す
べ
き事

項
をま

とめ
た
ロー

ドマ
ップ
を作

成
す
る
とと
も
に
、児

童
相
談
所
設
置
市
とし
て
政
令
指
定
を受

け
る
際
の
仕
組
み
を作

成
。

○
平
成

29
年
度
予
算
案
に
お
い
て
、以

下
に
掲
げ
る

取
組
に
必
要
な
経
費
を
計
上
して
い
る
。

○
児
童
相
談
所
の
設
置
に
向
け
て
、準

備
を
円
滑
に
進
め
る
た
め

の
取
組
を
促
す
以
下
に
掲
げ
る
支
援
を
行
う。
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現
行
の
児
童
相
談
所
・一
時
保
護
所
に
対
す
る
財
政
措
置

整
備
費

運
営
費

補
助
（
非
常
勤
）
職
員
経
費

児
童
相
談
所

○
一
般
財
源

※
平

成
18

年
度

一
般

財
源

化
○
一
般
財
源

※
昭

和
60

年
度

一
般

財
源

化
○
国
庫
補
助
金

※
児

童
虐

待
・Ｄ

Ｖ
対

策
等

支
援

事
業

費
補

助
金

◆
補

助
単

価
・保

護
者

指
導

を行
う者

（
児

童
相

談
所

1か
所

あ
た

り）
1,

50
6千

円
(H

28
’)

⇒
3,

52
8千

円
（

H2
9予

算
案

）
・非

常
勤

医
師

（
１

都
道

府
県

あ
た

り）
2,

08
5千

円
(H

28
’)

⇒
2,

08
5千

円
（

H2
9予

算
案

）
・非

常
勤

弁
護

士
（

児
童

相
談

所
１

か
所

あ
た

り）
3,

08
0千

円
(H

28
’)

⇒
7,

82
2千

円
（

H2
9予

算
案

）
・安

全
確

認
を行

う者
（

児
童

相
談

所
１

か
所

あ
た

り）
12

,5
55

千
円

(H
28

’)
⇒

12
,8

13
千

円
（

H2
9予

算
案

）
・研

修
専

任
コー

デ
ィネ

ー
ター

（
１

都
道

府
県

市
あ

た
り）

4,
27

1千
円

（
H2

9予
算

案
）

【新
規

】
・児

童
相

談
所

設
置

準
備

に
係

る補
助

職
員

（
１

市
区

あ
た

り）
2,

17
2千

円
（

H2
9予

算
案

）
【新

規
】

・児
童

相
談

所
の

業
務

を学
ぶ

間
の

代
替

職
員

（
１

市
区

あ
た

り）
1,

30
3千

円
（

H2
9予

算
案

）
【新

規
】

◆
補

助
率

：
１

／
２

◆
予

算
額

：
73

億
円

の
内

数
（

H2
8’

）
⇒

 1
54

億
円

の
内

数
（

H2
9予

算
案

）

一
時
保
護
所

○
国
庫
補
助
金

※
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
◆

補
助

単
価

(H
28

’)
定

員
１

人
あ

た
り2

42
万

円
（

A地
域

東
京

等
）

◆
補

助
率

：
１

／
２

相
当

（
平

成
28

年
度

２
次

補
正

予
算

に
お

い
て

補
助

率
２

／
３

相
当

に
引

き上
げ

）
◆

予
算

額
：

57
億

円
の

内
数

(H
28

’)
⇒

 6
6億

円
の

内
数

（
H2

9予
算

案
）

○
国
庫
負
担
金

※
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

◆
補

助
単

価
(H

28
’)

１
か

所
あ

た
り4

,6
18

万
円

（
東

京
都

特
別

区
定

員
30

人
の

場
合

）
※

定
員

数
に

より
単

価
が

異
な

る
◆

負
担

率
：

１
／

２
◆

予
算

額
：

1,
14

0億
円

の
内

数
（

H2
8’

）
⇒

 1
,2

27
億

円
の

内
数

（
H2

9予
算

案
）

○
国
庫
補
助
金

※
児

童
虐

待
・Ｄ

Ｖ
対

策
等

支
援

事
業

費
補

助
金

◆
補

助
単

価
(H

29
予

算
案

)
・学

習
指

導
協

力
員

・障
害

等
援

助
協

力
員

・ト
ラブ

ル
対

応
協

力
員

・専
門

的
ケ

ア対
応

協
力

員
・一

時
保

護
委

託
付

添
協

力
員

◆
補

助
率

：
１

／
２

◆
予

算
額

：
73

億
円

の
内

数
（

H2
8’

)
⇒

 1
54

億
円

の
内

数
（

H2
9予

算
案

）

児
童

相
談

所
１

か
所

あ
た

り
1,

63
5千

円
×

実
施

協
力

員
数

（
参

考
資

料
１

）
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背
景
・
目
的

改
正
児
童
福
祉
法
に
お
い
て
は
、
児
童
相
談
所
の
設
置
主
体
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
特
別
区
も
児
童
相

談
所
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
指
定
都
市
以
外
の
市
に
つ
い
て
は
、
平
成
16
年
改
正
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
横
須
賀
市
・
金
沢
市
の
２
市
に
と
ど
ま
り
、
設
置
が
進
ん
で
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
児
童
相
談
所
を
設
置
し
た
自
治
体
か
ら
は
、
開
設
に
向
け
て
苦
労
し
た
点
と
し
て
、

・
ど
の
よ
う
な
準
備
が
必
要
で
あ
る
か

・
開
設
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

・
都
道
府
県
と
必
要
と
な
る
調
整
事
項

・
設
置
後
に
必
要
な
体
制

・
運
営
費
用

な
ど

が
分
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
市
に
お
い
て
設
置
が
進
ま
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
設
置
に
向
け
て
の
検
討
を
進
め
る
に
必
要
な
参
考
資
料
と
し
て
活
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
児
童

相
談
所
設
置
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
。

研
究
内
容

近
年
、
児
童
相
談
所
を
設
置
し
た
、
横
須
賀
市
、
金
沢
市
な
ど
の
自
治
体
の
担
当
者
に
対
し
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
い
、
設
置
準
備
か
ら
、
開
設
ま
で
の
流
れ
を
網
羅
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
必
要
な
整
理
事
項
を
ま
と
め
た
、

児
童
相
談
所
設
置
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
今
年
度
中
に
作
成
す
る
。

実
施
者

（
福
）
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会

愛
育
研
究
所

平
成
２
８
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業

（
児
童
相
談
所
設
置
の
た
め
の
マ
ニ
ュア
ル
作
成
に
関
す
る
調
査
研
究
）

（
参
考
資
料
２
）
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子
ども
家
庭
福
祉
人
材
の
専
門
性
確
保
W

G
（
児
童
福
祉
司
等
の
義
務
化
さ
れ
た
研
修
の
骨
子
案
に
つ
い
て
）

改
正
児
童
福
祉
法
を
踏
ま
え
義
務
化
さ
れ
た
、
平
成
２
９
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
児
童
福
祉
司
等
に
対
す
る
研
修
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
「
子
ど
も
家
庭
福
祉
人
材
の
専
門
性
確
保
Ｗ
Ｇ
（
座
長

山
縣
文
治
：
関
西
大
学
教
授
）
」
に
よ
り
議
論
・
検
討
が

進
め
ら
れ
、
以
下
に
示
す
骨
子
案
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

児
童

福
祉

司
任

用
前

講
習

会
児

童
福

祉
司

任
用

後
研

修
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

要
保

護
児

童
対

策
調

整
機

関
専

門
職

研
修

到
達

目
標

知
識

、
態

度
に

つ
い

て
８

２
項

目
知

識
、

技
術

、
態

度
に

つ
い

て
１

５
１

項
目

知
識

、
技

術
、

態
度

に
つ

い
て

８
７

項
目

知
識

、
技

術
、

態
度

に
つ

い
て

２
１

９
項

目

時
間

数
等

30
時

間
（

90
分

×
20

コ
マ

）
30

時
間

（
90

分
×

20
コ

マ
）

28
.5

時
間

（
90

分
×

19
コ

マ
）

28
.5

時
間

（
90

分
×

19
コ

マ
）

講
義

を
中

心
に

演
習

と
一

体
的

に
実

施
演

習
を

中
心

に
講

義
と

一
体

的
に

実
施

演
習

１
５

コ
マ

、
講

義
４

コ
マ

講
義

１
３

コ
マ

、
演

習
６

コ
マ

研
修

期
間

５
日

間
程

度
（

修
業

期
間

は
概

ね
１

月
以

内
）

５
日

間
程

度
（

修
業

期
間

は
概

ね
６

月
以

内
）

Ｏ
Ｊ

Ｔ
を

は
さ

ん
で

前
期

３
日

程
度

、
後

期
３

日
程

度
（

修
業

期
間

は
概

ね
６

月
以

内
）

５
日

間
程

度
、

ま
た

は
３

日
程

度
を

２
回

（
修

業
期

間
は

概
ね

６
月

以
内

）

実
施

主
体

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

又
は

研
修

を
適

切
に

実
施

す
る

と
認

め
ら

れ
る

団
体

と
し

て
都

道
府

県
等

か
ら

委
託

を
受

け
た

法
人

※
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
に

つ
い

て
は

、
平

成
29
年

度
は

試
行

的
実

施

講
師

講
師

は
各

科
目

を
教

授
す

る
の

に
適

当
な

者
で

あ
る

こ
と

研
修

の
修

了
振

り
返

り
（

レ
ポ

ー
ト

作
成

等
）

、
修

了
証

の
交

付
、

修
了

の
記

録
（

修
了

者
名

簿
等

に
よ

る
管

理
）

4

（
参
考
資
料
３
）

39



児
童

福
祉

司
任

用
前

講
習

会
児

童
福

祉
司

任
用

後
研

修
児

童
福

祉
司

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

研
修

要
保

護
児

童
対

策
調

整
機

関
専

門
職

研
修

番 号
科

目
コ マ 数

番
号

科
目

コ マ 数
番

号
科

目
コ マ 数

番 号
科

目
コ マ 数

1
子

ど
も

の
権

利
擁

護
1
1

子
ど

も
家

庭
支

援
の

た
め

の
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

4
1

子
ど

も
の

権
利

擁
護

と
子

ど
も

家
庭

福
祉

の
現

状
・

課
題

1
1

子
ど

も
の

権
利

擁
護

と
倫

理
1

2
子

ど
も

家
庭

福
祉

に
お

け
る

倫
理

的
配

慮
1
2

子
ど

も
の

面
接

・
家

族
面

接
に

関
す

る
技

術
1
2

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

の
基

本
（

講
義

）
1
2

子
ど

も
家

庭
相

談
援

助
制

度
及

び
実

施
体

制
1

3
子

ど
も

家
庭

相
談

援
助

制
度

及
び

実
施

体
制

1
3

児
童

相
談

所
に

お
け

る
方

針
決

定
の

過
程

1
3

子
ど

も
家

庭
支

援
の

た
め

の
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

2
3

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
運

営
2

4
子

ど
も

の
成

長
・

発
達

と
生

育
環

境
2
4

社
会

的
養

護
に

お
け

る
自

立
支

援
3
4

子
ど

も
の

面
接

・
家

族
面

接
に

関
す

る
技

術
1
4

会
議

の
運

営
と

ケ
ー

ス
管

理
1

5
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
の

基
本

1
5

関
係

機
関

（
市

区
町

村
を

含
む

）
と

の
連

携
・

協
働

と
在

宅
支

援
3
5

関
係

機
関

（
市

区
町

村
を

含
む

）
と

の
連

携
・

協
働

と
在

宅
支

援
1
5

児
童

相
談

所
の

役
割

と
連

携
1

6

子
ど

も
家

庭
支

援
の

た
め

の
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
基

本
3
6

行
政

権
限

の
行

使
と

司
法

手
続

き
2
6

行
政

権
限

の
行

使
と

司
法

手
続

き
1
6

子
ど

も
家

庭
相

談
の

運
営

と
相

談
援

助
の

あ
り

方
2

7
児

童
相

談
所

に
お

け
る

方
針

決
定

の
過

程
1
7

子
ど

も
虐

待
対

応
4
7

子
ど

も
虐

待
対

応
4
7

社
会

的
養

護
と

市
区

町
村

の
役

割
1

8
社

会
的

養
護

に
お

け
る

自
立

支
援

2
8

非
行

対
応

2
8

非
行

対
応

1
8

子
ど

も
の

成
長

・
発

達
と

生
育

環
境

1

9

関
係

機
関

（
市

区
町

村
を

含
む

）
と

の
連

携
・

協
働

と
在

宅
支

援
2

9
社

会
的

養
護

に
お

け
る

自
立

支
援

と
フ

ァ
ミ

リ
ー

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

2
9

子
ど

も
の

生
活

に
関

す
る

諸
問

題
1

10
行

政
権

限
の

行
使

と
司

法
手

続
き

1
10

ス
ー

パ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

の
基

本
（

演
習

）
3
10

子
ど

も
家

庭
支

援
の

た
め

の
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
2

11
子

ど
も

虐
待

対
応

の
基

本
3

11
子

ど
も

の
発

達
と

虐
待

の
影

響
、

子
ど

も
の

生
活

に
関

す
る

諸
問

題
1
11

子
ど

も
虐

待
対

応
3

12
非

行
対

応
の

基
本

1
12

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

と
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

1
12

母
子

保
健

の
役

割
と

保
健

機
関

と
の

連
携

1

13
障

害
相

談
・

支
援

の
基

本
1

13
子

ど
も

の
所

属
機

関
の

役
割

と
連

携
1

14
子

ど
も

と
家

族
の

生
活

に
関

す
る

法
と

制
度

の
理

解
と

活
用

1

合
計

２
０

コ
マ

【
３

０
時

間
】

合
計

２
０

コ
マ

【
３

０
時

間
】

合
計

１
９

コ
マ

【
２

８
．

５
時

間
】

合
計

１
９

コ
マ

【
２

８
．

５
時

間
】

※
１

コ
マ
＝
９
０
分

※
科
目
の
番
号
は
講
義
、
演
習
の
順
番
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
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○
上

記
通

知
を

改
正

し、
「厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
施

設
」に

、都
道

府
県

・市
区

町
村

に
お

け
る

子
育

て
支

援
担

当
部

局
を

追
加
す
る
方
向

で
検
討
中
。※

対
象
とな
る
業
務
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
検
討
中
。

児
童

福
祉

司
の

任
用

資
格

要
件

の
見

直
し

現
行

の
取

扱

対
象

施
設

の
拡

大
に

向
け

た
検

討
状

況

・保
健
所
、市

町
村
保
健
セ
ンタ
ー

・児
童
相
談
所
、母

子
生
活
支
援
施
設
、児

童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、障

害
児
入
所
施
設
、情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、児

童
自
立
支
援
施
設
、児

童
家
庭
支
援
セ
ンタ
ー
、

障
害
児
通
所
支
援
事
業

・病
院
、診

療
所

・身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
、身

体
障
害
者
福
祉
セ
ンタ
ー

・精
神
保
健
福
祉
セ
ンタ
ー

・救
護
施
設
、更

生
施
設

・福
祉
事
務
所
、市

町
村
社
会
福
祉
協
議
会

・婦
人
相
談
所
、婦

人
保
護
施
設

・知
的
障
害
者
更
生
相
談
所

・老
人
デ
イサ

ー
ビス

セ
ンタ
ー
、老

人
短
期
入
所
施
設
、養

護
老
人
ホ
ー
ム
、特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、軽

費
老
人
ホ
ー
ム
、老

人
福
祉
セ
ンタ
ー
、老

人
介
護
支
援
セ
ンタ
ー

・母
子
・父

子
福
祉
セ
ンタ
ー

・介
護
保
険
施
設
、地

域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー

・障
害
者
支
援
施
設
、地

域
活
動
支
援
セ
ンタ
ー
、福

祉
ホ
ー
ム
、障

害
福
祉
サ
ー
ビス

事
業
、一

般
相
談
支
援
事
業
、特

定
相
談
支
援
事
業
を行

う施
設

・広
域
障
害
者
職
業
セ
ンタ
ー
、地

域
障
害
者
職
業
セ
ンタ
ー
、障

害
者
就
業
・生

活
支
援
セ
ンタ
ー

・保
護
観
察
所
、更

生
保
護
施
設

・発
達
障
害
者
支
援
セ
ンタ
ー

等

○
社

会
福

祉
士

及
び

介
護

福
祉

士
法

第
７

条
第

４
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
施

設
○

精
神

保
健

福
祉

士
法

第
７

条
第

４
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
施

設

・乳
児

院
、保

育
所

○
上

記
に

掲
げ

る
施

設
に

準
ず

る
施

設
とし

て
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
施

設
※

 「
児

童
福

祉
司

の
任

用
資

格
要

件
に

関
す

る
指

定
施

設
に

お
け

る
業

務
の

範
囲

等
に

つ
い

て
」（

平
成

17
年

２
月

25
日

雇
児

発
第

02
25

00
3号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・児

童
家

庭
局

長
通

知
）

に
お

い
て

以
下

の
施

設
を

指
定

。

（
参
考
資
料
４
）
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児
童
相
談
所
設
置
ま
で
の
ロ
ー
ドマ
ップ
（
例
）

準
備
期

移
行
期

完
全
移
行

国

○
児
童
相
談
所
設
置
に
向
け
た
検
討
会
議
（
都
道
府
県
・市

合
同
）
、準

備
室
の
設
置

２
年
程
度

２
年
程
度

２
年
程
度

○
都
道
府
県
児
童
相
談
所
と市

区
職
員
の
相
互
派
遣

○
児
童
相
談
所
・一

時
保
護
所
配
置
予
定
職
員
の
事
前
派
遣
実
習

⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護

所
設
置
場
所
の
検
討

○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
整
備

※
一
時
保
護
所
に
つ
い
て
は
、必

要
に
応
じて

都
道
府
県
の
施
設
を

利
用
で
きる

よう
調
整

⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象
（
一
時
保
護
所
に

限
る
。）

○
専
門
職
（
心
理
司
等
）
の
採
用

○
市
区
職
員
の
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
（
児

童
福
祉
司
、一

時
保
護
所
職
員
等
の
養
成
）

※
児
童
福
祉
司
任
用
前
講
習
会
の
受
講
可

⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

○
都
道
府
県
児
童
相
談
所
か
ら市

区
児
童
相
談
所

へ
の
職
員
派
遣

○
地
域
住
民
へ
の
周
知

○
政
令
指
定
に
関
す
る事

前
協
議

（
対
厚
生
労
働
省
）

○
一
時
保
護
所
の
整
備
（
一
時
保
護
所
未
設
置
の
場
合
）

⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象

○
一
時
保
護
所
の
運
営

⇒
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
の
対
象

○
一
時
保
護
所
の
改
修

⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象

検
討
期

○
都
道
府
県
か
ら移

譲
され

る業
務
の
整
理
（
児
相
業
務
、児

童
福
祉
審
議
会
の
設
置
等
）

○
条
例
、規

則
等

の
制
定
・改

正

○
地
域
住
民
へ
の
周
知

○
組
織
体
制
の
検
討
（
相
談
受
付
体
制
・専

門
職
の
配
置
等
）

○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
設
置
予
定
地
域
周
辺
住
民
へ
の
説
明

○
政
令
指
定
の
要
請

（
対
厚
生
労
働
省
）

○
市
区
（
児
相
含
む
。）

職
員
の
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
（
児
童
福
祉
司
等
の
養
成
）

・児
童
福
祉
司
任
用
前
講
習
会

・児
童
福
祉
司
任
用
後
研
修

・Ｓ
Ｖ
研
修

等
⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

○
児
童
相
談
所
を設

置
して

い
る自

治
体
へ
の
調
査

児 童 相 談 所 の 設 置 を 目 指 す 市 ・ 区

人 材 確 保 ・ 育 成 施 設 整 備 そ の 他

児 童 相 談 所 設 置

○
政
令
指
定

○
設
置
報
告

（
対
厚
生
労
働
省
）

○
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る都

道
府
県
・市

区
の
相
互
利
用

○
ケ
ー
ス移

管

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修

○
児
童
福
祉
施
設
等
の
利
用
計
画
（
都
道
府
県
・市

区
の
協
議
）

○
措
置
入
所
児
童

等
の
保
護
者
へ
の

周
知

○
児
童
福
祉
施
設
等
関
係
団
体
へ
の
説
明
及
び
入
所
措
置
等
の
調
整

（
参
考
資
料
５
）
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○
児
童
福
祉
法
第
59
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
「児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
市
と
し
て
政
令
で
定
め
る
市
」（
「児
童
相
談
所
設
置
市
」）
の

政
令
指
定
に
つ
い
て
は
、
政
令
指
定
を
希
望
す
る
市
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
国
に
お
い
て
希
望
市
に
お
け
る
事
務
遂
行
体
制
や
希
望
市
と
都

道
府
県
の
連
携
体
制
等
に
つ
い
て
支
障
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

○
児
童
相
談
所
設
置
市
の
政
令
指
定
は
、
こ
れ
ま
で
横
須
賀
市
、
金
沢
市
、
熊
本
市
に
対
し
実
施
し
て
い
る
。
（
た
だ
し
、
熊
本
市
は
平
成
24
年
４
月
か

ら
指
定
都
市
へ
移
行
）

○
国
に
お
け
る
確
認
は
、
以
下
の
（１
）～
（３
）に
つ
い
て
の
希
望
市
か
ら
の
報
告
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

児
童
相
談
所
設
置
市
の
政
令
指
定
の
仕
組
み

概
要 政
令
指
定
ま
で
の
流
れ
（
熊
本
市
の
事
例
、
主
に
国
・
市
の
関
係
）

※
そ
の
他
、
平
成
18
年
度
か
ら
県
市
で
交
流
職
員
派
遣
や
連
絡
会
議
等
の
開
催
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
設
置
市
と
し
て
の
事
務
遂
行
体
制
や
都
道
府
県
と
の
連
携
体
制
を
確
保
。

国 市 の

事 前 協 議

市 � ら

政 令 指 定 の 要 請

県 市 連 名 で

政 令 指 定 の 要 請

政 令 公 布

（ 政 令 に よ り 指 定 ）

政 令 施 行

児 童 相 談 所 開 所

19
年
４
月

21
年
３
月

21
年
７
月

21
年
８
月

21
年
10
月

22
年
４
月

「児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
市
に
つ
い
て
」（
平
成
20
年
８
月
29
日
雇
児
総
発
第
08

29
00

1号
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
総
務
課
長
通
知
）抜
粋

市 長 が 意 思 表 明

・ 県 市 の

条 例 の 制 定

・ 地 域 住 民 へ の

周 知 等

国 に お け る

事 務 遂 行 体 制

等 の 確 認

（２
）希
望
市
と
都
道
府
県
と
の
連
携
体
制
の
確
保

一
時
保
護
や
児
童
福
祉
施
設
の
入
所
等
に
関
し

て
の
広
域
的
な
調
整
、
児
童
相
談
所
立
ち
上
げ
当

初
の
支
援
、
特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術

を
要
す
る
相
談
へ
の
対
応
な
ど
に
関
し
て
、
都
道
府

県
が
適
切
に
希
望
市
に
助
言
又
は
援
助
を
行
う
体

制
が
確
保
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

（３
）希
望
市
と
都
道
府
県
と
の
協
議
状
況
に
つ
い

て （１
）及
び
（２
）に
つ
い
て
、
希
望
市
と
都
道
府
県

と
が
十
分
に
協
議
を
実
施
し
て
お
り
、
希
望
市
の

児
童
相
談
所
設
置
市
へ
の
移
行
後
も
、
児
童
福

祉
行
政
の
円
滑
な
実
施
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
都

道
府
県
に
お
い
て
も
確
認
し
て
い
る
こ
と
。

（１
）希
望
市
に
お
け
る
事
務
遂
行
体
制
の
確
保

希
望
市
に
お
い
て
、
事
務
を
一
貫
し
て
遂
行
す

る
た
め
の
人
的
体
制
の
整
備
や
児
童
福
祉
施
設

の
確
保
等
が
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

市
か
ら
の
要
請

国
に
お
け
る
確
認

政
令
指
定（
参
考
資
料
６
）
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◆
専
門
人
材
の
確
保
・育

成
・市

区
に
お
け
る
児
童
相
談
所
設
置
準
備
か
ら設

置
後
に
至
る
まで

の
都
道
府
県
等
職
員
と市

区
職
員
の
相
互
派
遣

・市
区
職
員
を含

め
た
研
修
等
の
実
施

◆
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
整
備
・運

営
・児

童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
整
備
・運

営
に
関
す
る
助
言

◆
その

他
・都

道
府
県
等
と市

区
合
同
の
協
議
体
等
の
設
置

・社
会
的
養
護
に
関
す
る
助
言

・児
童
相
談
所
設
置
市
の
業
務
内
容
に
関
す
る
助
言

等
※
今
後
、上

記
の
内
容
を含

め
、児

童
相
談
所
設
置
自
治
体
の
拡
大
に
向
け
た
協
力
依
頼
を都

道
府
県
等
に
させ

て
い
た
だ
く予

定
。

中
核
市
・特
別
区
等
に
お
け
る
児
童
相
談
所
設
置
に
係
る
都
道
府
県
等
の
支
援
策

○
平
成

16
年
の
児
童
福
祉
法
等
の
改
正
に
お
い
て
、都

道
府
県
・指

定
都
市
に
加
え
、指

定
都
市
以
外
の
児
童
相
談
所
の
設
置
を

希
望
す
る
市
に
つ
い
て
も
、設

置
で
きる

こと
とさ
れ
て
い
る
が
、現

在
児
童
相
談
所
を設

置
して

い
る
市
は
横
須
賀
市
・金

沢
市
の
２
市

に
とど
まっ
て
い
る
。

○
児
童
虐
待
相
談
対
応
件
数
の
増
加
が
続
くと
とも
に
、複

雑
・困

難
な
ケ
ー
ス
も
増
加
す
る
な
ど、
特
に
都
市
部
に
お
い
て
児
童
相
談

所
を中

心
に
きめ

細
か
な
対
応
が
求
め
られ

て
い
る
こと
か
ら、
平
成

28
年
の
児
童
福
祉
法
等
の
改
正
に
より
、新

た
に
特
別
区
も
児
童

相
談
所
を設

置
で
きる

こと
とさ
れ
た
。

○
市
や
区
が
、新

た
に
児
童
相
談
所
を設

置
す
る
場
合
、専

門
人
材
の
確
保
や
育
成
に
関
す
る
ノウ
ハ
ウの

修
得
が
極
め
て
困
難
で
あ
る

な
どの

課
題
が
あ
り、
その

解
決
に
は
、す

で
に
児
童
相
談
所
を設

置
して

い
る
都
道
府
県
等
の
支
援
・協

力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

現
状

都
道
府
県
等
で
考
え
られ

る
具
体
的
な
支
援
・協
力

【資
料
２
】
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２
．
特
別
区
が
児
童
相
談
所
を
担
う
と

◇
児
童
相
談
所
と
子
ど
も
家

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の
狭
間
に

落
ち
る
ケ
ー
ス
が
あ
る

◇
通
告
・
相
談
先
が
２
ヵ
所

あ
る
た
め
、
わ
か
り
に
く
い

◇
二
元
体
制
に
よ
り
、
時
間

の
ロ
ス
と
認
識
に
温
度
差

が
生
じ
る

◇
相
談
件
数
や
困
難
事
例

の
増
加
等
に
よ
り
、
児
童
福

祉
司
が
不
足
し
て
い
る

◇
一
時
保
護
所
の
定
員
が

不
足
し
て
い
る

◎
児
童
相
談
所
を
２
３
区
す
べ
て
に
設
置
！

＊
児

童
相

談
所

７
ヵ

所
⇒

２
３
ヵ
所

◎
児
童
福
祉
司
・
児
童
心
理
司
の
配
置
を
充
実
！

＊
児

童
福

祉
司

約
１

２
０

人
⇒

約
２
２
０
人

＊
児

童
心

理
司

約
５

０
人

⇒
約
９
０
人

◎
一
時
保
護
所
の
定
員
を
拡
充
！

＊
一

時
保

護
所

の
定

員
約

１
５

０
人

⇒
 約
２
６
０
人

◎
す
べ
て
の
相
談
に
対
応
！

◎
法
的
措
置
か
ら
家
庭
復
帰
後
ま
で
の
一
貫
し
た
対
応
！

【
相

談
受

理
件

数
】

５
５

，
４

５
０

件
（
Ｈ

２
４

）

○
児

童
相

談
所

２
６

，
１

１
３

件
（
４

７
％

）

○
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

２
９

，
３

３
７

件
（
５

３
％

）

各
区
が
設
置
す
る
児
童

相
談
所
で
、
す
べ
て
の

相
談
に
対
応

○
区

で
受

理
し

た
ケ

ー
ス

で
、

「
判

定
」
、

「
臨

検
・
捜

索
」
、

「
一

時
保

護
」
、

「
入

所

措
置

」
な

ど
、

法
的

権
限

等
が

必
要

と
な

る
場

合
は

、
児

童
相

談
所

に
送

致

○
家

庭
復

帰
等

に
よ

り
、

児
童

相
談

所

の
援

助
終

了
後

、
区

に
移

管

各
区
が
設
置
す
る
児
童
相

談
所
で
、
法
的
措
置
か
ら
家

庭
復
帰
後
ま
で
、
一
貫
し
て

対
応

②
責
任
や
窓
口
の
明
確
化

区
民

や
関

係
機

関
か

ら
通

告
・
相

談
先

が
わ

か
り

や
す

く
な

り
、

児
童

相
談

所
が

身
近

に
。

ま
た

、
通

告
な

ど
の

情
報

の
錯

綜

を
な

く
し

、
責

任
と

窓
口

の
所

在
を

明
確

に
す

る
。

③
一
貫
し
た
支
援
体
制
の
構
築

虐
待

の
未

然
防

止
を

は
じ

め
、

早

期
発

見
、

相
談

・
調

査
・
保

護
・
再

統
合

、
そ

の
後

の
見

守
り

、
里

親
・

養
護

施
設

な
ど

社
会

的
養

護
の

必

要
な

子
ど

も
へ

の
対

応
等

、
切

れ

目
の

な
い

一
貫

し
た

支
援

体
制

を

構
築

す
る

。

④
総
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
施

保
健

所
、

保
育

園
、

学
校

、
障

害

福
祉

所
管

課
、

福
祉

事
務

所
な

ど
、

区
の

関
係

部
署

が
連

携
し

た
幅

広

い
支

援
体

制
を

組
ん

で
、

総
合

的
な

ア
プ

ロ
ー

チ
を

実
施

す
る

。

⑤
地
域
全
体
に
よ
る
見
守
り
体
制

の
充
実

区
民

に
身

近
な

特
別

区
が

、
地

域
の

関
係

機
関

と
連

携
す

る
こ

と
で

、

子
ど

も
の

状
況

を
的

確
に

把
握

し

な
が

ら
き

め
細

か
な

対
応

を
行

い
、

見
守

り
体

制
の

充
実

を
図

る
。

※
 資

料
中

、
児

童
福

祉
司

・
児

童
心

理
司

の
職

員
数

と
一

時
保

護
所

の
定

員
は

、
「
特

別
区

児
童

相
談

所
事

務
移

管
モ

デ
ル

」
で

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

▽
現
行
体
制
上
の
課
題
・
問
題
点

▽
特
別
区
が
目
指
す
す
が
た

①
児
童
相
談
体
制
の
充
実
・
強
化

児
童

福
祉

司
・
児

童
心

理
司

の
配

置
の

充
実

、
一

時
保

護
所

の
定

員
拡

充
、

広
域

自
治

体
と

し
て

の
東

京
都

と

の
連

携
（
特

に
高

度
な

専
門

的
知

識

及
び

技
術

を
要

す
る

相
談

に
関

す
る

技
術

的
援

助
や

助
言

等
）
に

よ
り

、
児

童
相

談
体

制
の

充
実

・
強

化
を

図
る

。
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平成２７年１２月２５日 

社会保障審議会児童部会 

新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会 

委員長 松原 康雄 様 

特別区長会会長 

荒川区長 西川 太一郎 

新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会 

報告案（たたき台）について 

平成２７年１１月２７日の第３回新たな子ども家庭福祉のあり方に関す

る専門委員会において、「報告案（たたき台）」（以下「報告案」という。）

が提示されました。松原康雄委員長をはじめ委員各位のご努力に対し、心

より敬意を表します。

報告案では、子どもの権利保障を児童福祉法に位置づけることのほか、

国・都道府県・基礎自治体の役割と責任の再整理と明確化、支援対象者の

年齢見直し、職員の配置・任用要件の明確化や指導的職員の資格創設、里

親制度等の社会的養護の充実強化など、新たな子ども家庭福祉の構築に向

けた多岐にわたる提言が行われています。 

なかでも、新たな子ども家庭支援体制の整備において、基礎自治体に子

ども家庭支援の拠点を整備する必要があるとし、東京都の特別区などに設

置されている子ども家庭支援センター等がそのモデルとなりえると述べて

います。 

これまで特別区は、区民に身近な基礎自治体として、子ども家庭支援セ

ンターを中心に、東京都や区の関係部署（保健所、保育園、学校、障害福

祉所管課、福祉事務所など）を含めて、児童委員・民生委員、町会・自治

会、警察署等の地域の関係機関との連携のもと、地域全体で子どもと家庭

を見守っていく体制の構築に懸命に取り組み、成果をあげています。
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言うまでもなく、子どもと家庭への支援は、住民に身近な場所で行われ

ることが必要であり、一つの相談事例の中には、複合的な問題が潜んでい

ることが多く、住民生活に密着した基礎自治体が果たす役割は極めて重要

であります。子ども家庭支援センターにおけるこれまでの経験を踏まえる

と、基礎自治体に支援拠点を整備することは、子どもや家庭への支援に、

より迅速に、また適切に対応できる体制を整えることになり、大変大きな

意義があるものであり、高く評価しております。

さらに、報告案では、児童相談所設置自治体を中核市及び特別区に拡大

するものとし、第一段階として、特別区も児童相談所を設置できるよう法

改正することが提言されています。これは、子どもと家庭への支援は、本

来、その生活が営まれている身近な地域でなされるべきであるとの考え方

に基づき、基礎自治体に子ども家庭支援拠点を整備するとともに、児童相

談所機能を持つ機関の拡大を企図するものであり、これまでの特別区の取

組と実績を適切に評価していただいたものと深く感謝しております。

前述のとおり、特別区は、子ども家庭支援センターを中心に児童福祉の

実績を着実に積み重ねてきております。また、人口規模の小さな特別区も

含め、すべての区で中核市の業務である保健所の設置、運営を行い、児童

相談所を担うだけの実力は備えているものと考えております。

加えて、２３区相互及び東京都との間において、数多くの連携の蓄積も

あり、十分な準備と移行期間があれば、児童相談所の移管は可能であると

考えております。

今後も特別区は、東京都との連携のもと、子ども家庭支援センターで培 

ってきた経験と実績のうえに、新たな子ども家庭支援福祉像を実現するべ

く全力で取り組んでいく所存でありますので、是非、報告案の提言に沿っ

て、児童相談所設置自治体を拡大する方向で検討を進めていただきますよ

う、お願い申し上げます。
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雇児発 0322第 12号 

平成 29年３月 22日 

中 核 市 市 長

各 施行時特例市市長 殿 

特 別 区 区 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

児童相談所設置に向けた検討及び都道府県との協議について（依頼） 

児童相談所の設置に関しては、現行法上、設置主体が都道府県・指定都市・児童 

相談所を設置する市として政令で定める市（以下「児童相談所設置市」という。）

とされておりますが、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加

し、複雑・困難なケースも増加するなど、特に都市部においてきめ細やかな対応が

求められています。こうしたことから、児童相談所の設置を促進するため、平成

28 年６月に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第

63 号）（以下「児童福祉法等改正法」という。）において、希望する特別区も、政

令による指定を受けて児童相談所を設置できることとされ、児童福祉法等改正法の

附則において「政府は、この法律の施行後５年を目途として、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 252 条の 22 第１項の中核市及び特別区が児童相談所を設置

することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとす

る。」と規定されました。 

このため、厚生労働省においては、平成 29 年度予算案で、児童相談所の設置を 

希望する市及び特別区（以下「市区」という。）が、都道府県・指定都市・児童相

談所設置市（以下「都道府県等」という。）が設置する児童相談所に職員を研修派

遣する間の代替職員や児童相談所設置準備に伴い増加する業務に対応するための

補助職員の雇用費用等を盛り込むとともに、平成 28 年度の調査研究事業において

児童相談所の設置マニュアルを作成するなどの支援を講じることとしております。 

今後、厚生労働省におきましては、各市区との情報共有を密に図るとともに、児 

童相談所設置に向けた課題を整理し、財政面・制度面における必要な支援を検討す

ることとしておりますので、各市区におかれましては、児童相談所設置に向けた検

討を進めていただくとともに、都道府県との児童相談所設置に向けた協議を実施し

ていただきますようお願い致します。 

なお、本通知は、地方自治法第 245条の４第１項の規定に基づく技術的助言です。 
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記 

１．児童相談所設置自治体の拡大の趣旨・経緯 

平成 16 年の児童福祉法の改正により、児童相談所の設置を希望する市は、政令 

で個別に指定を受けることにより、児童相談所を設置することができることとされ

ました。この改正の背景としては、児童と家庭に関する相談について市町村の役割

を強化する中で、中核市程度の人口規模等を有する自治体について児童相談所を設

置することにより、 

・ 子育て支援から要保護児童施策まで一貫した児童福祉施策の実施が可能となる

こと 

・ 中核市は保健所設置市でもあり、保健福祉にわたる総合的サービスの提供も可

能となる 

ことから、その設置を図ることが適当であるとされた一方、こうした自治体におけ

る児童相談所の設置については、専門性の確保等の課題があること等から、地域の

実情に応じ、段階的に進めていくことが必要であることを踏まえ、政令で指定した

市は児童相談所を設置できることとしたものです。 

今般の改正においては、特別区についても、 

・ 多くの特別区が人口について中核市と同様の規模を有しており、児童と家庭に

関する重篤な問題の発生も多いこと 

・ 子育て支援から要保護児童施策まで一貫した児童福祉施策の実施が可能となり、

かつ、保健所を設置する主体であり保健福祉にわたる総合的なサービスの提供が

可能となること 

から、事務遂行体制等が確保されるものであれば、児童相談所の設置を希望する特

別区についても、市と同様、国が政令で指定できることとされました。 

２．児童相談所設置に向けた主な支援策について 

① 財政面における支援策（別紙１） 

・ 児童相談所設置準備等に係る補助職員の配置に要する費用への補助 

・ 児童相談所の業務を学ぶ間の代替職員の配置に要する費用への補助 

・ 研修専任コーディネーターの配置に要する費用への補助 

・ 一時保護所の整備に要する費用への補助 等 

② 制度面における支援策 

・ 児童相談所設置マニュアルの作成（別紙２） 

・ 児童福祉司等の義務化された研修の実施（別紙３） 

・ 児童福祉司の任用資格要件の見直し（別紙４） 

・ 児童相談所設置までのロードマップ（例）の作成（別紙５） 

③ その他 

各都道府県・指定都市・児童相談所設置市宛てに市区における児童相談所設置

に向けた協力を依頼（別紙６） 

49



50

３．児童相談所設置に向けた検討状況の報告 

各市区におかれましては、別に定めるところにより、児童相談所設置に向けた検

討状況を厚生労働省までご報告をお願い致します。 

４．留意事項 

本通知中の「２．児童相談所設置に向けた主な支援策について」において記載し 

ている支援策は、市区における児童相談所の設置促進を図るための現在の支援等を

まとめたものであり、今後、市区と意見交換等を実施し、児童相談所設置に向けた

課題等を整理した上で、必要な支援策を検討したいと考えております。 

なお、児童相談所設置に向けた検討状況につきましては、今後、定期的に報告を

依頼させていただく予定ですので、ご協力をお願い致します。 

また、人材確保・育成や一時保護所の整備については、児童虐待・ＤＶ対策総合

支援事業国庫補助金及び次世代育成支援対策施設整備交付金を積極的に活用いた

だきますようお願い致します。 

以上 
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子
ど
も
の
面
接
・
家
族
面
接
に
関

す
る
技
術
 

1
 

2
 
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本

（
講
義
）
 

1
 

2 
子
ど
も
家
庭
相
談
援
助
制
度
及
び
実
施

体
制
 

1
 

3
 
子
ど
も
家
庭
相
談
援
助
制
度

及
び
実
施
体
制
 

1
 

3
 
児
童
相
談
所
に
お
け
る
方
針
決
定

の
過
程
 

1
 

3
 
子
ど
も
家
庭
支
援
の
た
め
の

ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

2
 

3
 
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
運
営
 
2
 

4
 
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
と
生

育
環
境
 

2
 

4
 
社
会
的
養
護
に
お
け
る
自
立
支
援
 

3
 

4
 
子
ど
も
の
面
接
・
家
族
面
接
に

関
す
る
技
術
 

1
 

4
 
会
議
の
運
営
と
ケ
ー
ス
管
理
 

1
 

5
 
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
基
本
 

1
 

5
 
関
係
機
関
（
市
区
町
村
を
含
む
）

と
の
連
携
・
協
働
と
在
宅
支
援
 

3
 

5
 
関
係
機
関
（
市
区
町
村
を
含

む
）
と
の
連
携
・
協
働
と
在
宅

支
援
 

1
 

5 
児
童
相
談
所
の
役
割
と
連
携
 

1
 

6
 
子
ど
も
家
庭
支
援
の
た
め
の

ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基

本
 

3
 

6
 
行
政
権
限
の
行
使
と
司
法
手
続
き
 

2
 

6
 
行
政
権
限
の
行
使
と
司
法
手
続

き
 

1
 

6 
子
ど
も
家
庭
相
談
の
運
営
と
相
談
援
助

の
あ
り
方
 

2
 

7
 
児
童
相
談
所
に
お
け
る
方
針

決
定
の
過
程
 

1
 

7
 
子
ど
も
虐
待
対
応
 

4
 

7
 
子
ど
も
虐
待
対
応
 

4
 

7
 
社
会
的
養
護
と
市
区
町
村
の
役
割
 

1
 

8
 
社
会
的
養
護
に
お
け
る
自
立

支
援
 

2
 

8
 
非
行
対
応
 

2
 

8
 
非
行
対
応
 

1
 

8 
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
と
生
育
環
境
 

1
 

9
 
関
係
機
関
（
市
区
町
村
を
含

む
）
と
の
連
携
・
協
働
と
在

宅
支
援
 

2
 

 
  

 
 
 

9
 
社
会
的
養
護
に
お
け
る
自
立
支

援
と
フ
ァ
ミ
リ
ー
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
 

2
 

9
 
子
ど
も
の
生
活
に
関
す
る
諸
問
題
 

1
 

1
0 
行
政
権
限
の
行
使
と
司
法
手

続
き
 

1
 

 
  

 
 
 

1
0
 
ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン
の
基
本

（
演
習
）
 

3
 

1
0
 子
ど
も
家
庭
支
援
の
た
め
の
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク
 

2
 

1
1 
子
ど
も
虐
待
対
応
の
基
本
 

3
 

 
  

 
 
 

1
1
 
子
ど
も
の
発
達
と
虐
待
の
影
響
、

子
ど
も
の
生
活
に
関
す
る
諸
問

題
 

1
 

1
1
 子
ど
も
虐
待
対
応
 

3
 

1
2 
非
行
対
応
の
基
本
 

1
 

 
  

 
 
 

1
2
 
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
と
ケ
ー
ス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

1
 

1
2
 母
子
保
健
の
役
割
と
保
健
機
関
と
の
連

携
 

1
 

1
3 
障
害
相
談
・
支
援
の
基
本
 

1
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 1
3
 子
ど
も
の
所
属
機
関
の
役
割
と
連
携
 

1
 

 
  
 

 
 
 
  

 
 

 
 
  

 
 

 1
4
 子
ど
も
と
家
族
の
生
活
に
関
す
る
法
と

制
度
の
理
解
と
活
用
 

1
 

合
計
 

２
０
コ
マ
【
３
０
時
間
】

 
合
計
 

２
０
コ
マ
【
３
０
時
間
】
 

合
計
 

１
９
コ
マ
【
２
８
．
５
時
間
】

 
合
計
 

１
９
コ
マ
【
２
８
．
５
時
間
】

 

※
 １
コ
マ
＝
９
０
分
 
※

 
科
目
の
番
号
は
講
義
、
演
習
の
順
番
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
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○
上

記
通

知
を

改
正

し、
「厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
施

設
」に

、都
道

府
県

・市
区

町
村

に
お

け
る

子
育

て
支

援
担

当
部

局
を

追
加
す
る
方
向

で
検
討
中
。※

対
象
とな
る
業
務
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
検
討
中
。 

児
童

福
祉

司
の

任
用

資
格

要
件

の
見

直
し 

      現
行

の
取

扱
 

対
象

施
設

の
拡

大
に

向
け

た
検

討
状

況
 

 ・保
健
所
、市

町
村
保
健
セ
ンタ
ー

  
・児

童
相
談
所
、母

子
生
活
支
援
施
設
、児

童
養
護
施
設
、 
乳
児
院
、障

害
児
入
所
施
設
、情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、児

童
自
立
支
援
施
設
、児

童
家
庭
支
援
セ
ンタ
ー
、

障
害
児
通
所
支
援
事
業

 
・病

院
、診

療
所

  
・身

体
障
害
者
更
生
相
談
所
、身

体
障
害
者
福
祉
セ
ンタ
ー

  
・精

神
保
健
福
祉
セ
ンタ
ー

  
・救

護
施
設
、更

生
施
設

  
・福

祉
事
務
所
、市

町
村
社
会
福
祉
協
議
会

  
・婦

人
相
談
所
、婦

人
保
護
施
設

  
・知

的
障
害
者
更
生
相
談
所

  
・老

人
デ
イサ

ー
ビス

セ
ンタ
ー
、老

人
短
期
入
所
施
設
、養

護
老
人
ホ
ー
ム
、特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、軽

費
老
人
ホ
ー
ム
、老

人
福
祉
セ
ンタ
ー
、老

人
介
護
支
援
セ
ンタ
ー

  
・母

子
・父

子
福
祉
セ
ンタ
ー

  
・介

護
保
険
施
設
、地

域
包
括
支
援
セ
ンタ
ー

  
・障

害
者
支
援
施
設
、地

域
活
動
支
援
セ
ンタ
ー
、福

祉
ホ
ー
ム
、障

害
福
祉
サ
ー
ビス

事
業
、一

般
相
談
支
援
事
業
、特

定
相
談
支
援
事
業
を行

う施
設

  
・広

域
障
害
者
職
業
セ
ンタ
ー
、地

域
障
害
者
職
業
セ
ンタ
ー
、障

害
者
就
業
・生

活
支
援
セ
ンタ
ー

  
・保

護
観
察
所
、更

生
保
護
施
設

  
・発

達
障
害
者
支
援
セ
ンタ
ー

  
等

 

○
社

会
福

祉
士

及
び

介
護

福
祉

士
法

第
７

条
第

４
号

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
施

設
  

○
精

神
保

健
福

祉
士

法
第

７
条

第
４

号
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

施
設

 

  ・
乳

児
院

、保
育

所
 

○
上

記
に

掲
げ

る
施

設
に

準
ず

る
施

設
とし

て
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

る
施

設
 

※
 「

児
童

福
祉

司
の

任
用

資
格

要
件

に
関

す
る

指
定

施
設

に
お

け
る

業
務

の
範

囲
等

に
つ

い
て

」（
平

成
17

年
２

月
25

日
雇

児
発

第
02

25
00

3号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・児
童

家
庭

局
長

通
知

）
に

お
い

て
以

下
の

施
設

を
指

定
。 

（
別
紙
４
）
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児
童
相
談
所
設
置
ま
で
の
ロ
ー
ドマ
ップ
（
例
）

 
準
備
期

 
移
行
期

 
完
全
移
行

 

国

○
児
童
相
談
所
設
置
に
向
け
た
検
討
会
議
（
都
道
府
県
・市
合
同
）
、準

備
室
の
設
置

 

２
年
程
度

 
２
年
程
度

 
２
年
程
度

 

○
都
道
府
県
児
童
相
談
所
と市

区
職
員
の
相
互
派
遣

 
○
児
童
相
談
所
・一
時
保
護
所
配
置
予
定
職
員
の
事
前
派
遣
実
習

 
⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

 

○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護

所
設
置
場
所
の
検
討

 
○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
の
整
備

 
※
一
時
保
護
所
に
つ
い
て
は
、必

要
に
応
じて

都
道
府
県
の
施
設
を

利
用
で
きる
よう
調
整

 
⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象
（
一
時
保
護
所
に

限
る
。）

 

○
専
門
職
（
心
理
司
等
）
の
採
用

 
○
市
区
職
員
の
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
（
児

童
福
祉
司
、一

時
保
護
所
職
員
等
の
養
成
）

 
※
児
童
福
祉
司
任
用
前
講
習
会
の
受
講
可

 
⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

 

○
都
道
府
県
児
童
相
談
所
か
ら市

区
児
童
相
談
所

へ
の
職
員
派
遣

 

○
地
域
住
民
へ
の
周
知

 

○
政
令
指
定
に
関
す
る
事
前
協
議

 
  

  
（
対
厚
生
労
働
省
）

 

○
一
時
保
護
所
の
整
備
（
一
時
保
護
所
未
設
置
の
場
合
）

 
⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象

 
○
一
時
保
護
所
の
運
営

 
⇒
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金
の
対
象

 
○
一
時
保
護
所
の
改
修

 
⇒
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
対
象

 

検
討
期

 

○
都
道
府
県
か
ら移

譲
され

る業
務
の
整
理
（
児
相
業
務
、児

童
福
祉
審
議
会
の
設
置
等
）

 

○
条
例
、規

則
等

の
制
定
・改

正
 

○
地
域
住
民
へ
の
周
知

 

○
組
織
体
制
の
検
討
（
相
談
受
付
体
制
・専

門
職
の
配
置
等
）

 

○
児
童
相
談
所
及
び
一
時
保
護
所
設
置
予
定
地
域
周
辺
住
民
へ
の
説
明

 

○
政
令
指
定
の
要
請

 
  
（
対
厚
生
労
働
省
）

 

○
市
区
（
児
相
含
む
。）

職
員
の
各
種
研
修
等
へ
の
参
加
（
児
童
福
祉
司
等
の
養
成
）

 
・児

童
福
祉
司
任
用
前
講
習
会

 
・児

童
福
祉
司
任
用
後
研
修

 
・Ｓ

Ｖ
研
修

 等
 

⇒
児
童
虐
待
防
止
対
策
支
援
事
業
の
対
象

 
 

○
児
童
相
談
所
を設

置
して
い
る
自
治
体
へ
の
調
査

 

児 童 相 談 所 の 設 置 を 目 指 す 市 ・ 区

人 材 確 保 ・ 育 成 施 設 整 備 そ の 他

児 童 相 談 所 設 置
 

○
政
令
指
定

 

○
設
置
報
告

 
（
対
厚
生
労
働
省
）

 

○
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る都

道
府
県
・市
区
の
相
互
利
用

 
○
ケ
ー
ス
移
管

 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修

 

○
児
童
福
祉
施
設
等
の
利
用
計
画
（
都
道
府
県
・市

区
の
協
議
）

 

○
措
置
入
所
児
童

等
の
保
護
者
へ
の

周
知

 

○
児
童
福
祉
施
設
等
関
係
団
体
へ
の
説
明
及
び
入
所
措
置
等
の
調
整

 

（
別
紙
５
）
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（別紙６）

雇児発 0322第 11号 

平成 29年３月 22日 

都 道 府 県 知 事

各 指 定 都 市 市 長 殿 

児童相談所設置市市長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

児童相談所設置自治体の拡大に向けた協力について（依頼） 

児童相談所の設置に関しては、現行法上、設置主体が都道府県・指定都市・児童 

相談所を設置する市として政令で定める市（以下「児童相談所設置市」という。）

とされておりますが、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、一貫して増加

し、複雑・困難なケースも増加するなど、特に都市部においてきめ細やかな対応が

求められています。こうしたことから、児童相談所の設置を促進するため、平成

28 年６月に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第

63号。以下「児童福祉法等改正法」という。）において、希望する特別区も、政令

による指定を受けて児童相談所を設置できることとされ、児童福祉法等改正法の附

則において「政府は、この法律の施行後５年を目途として、地方自治法（昭和 22

年法律第 67号）第 252条の 22第１項の中核市及び特別区が児童相談所を設置する

ことができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。」

と規定されました。 

このため、厚生労働省においては、平成 29 年度予算案で、児童相談所の設置を 

希望する市及び特別区（以下「市区」という。）が、都道府県・指定都市・児童相

談所設置市（以下「都道府県等」という。）が設置する児童相談所に職員を研修派

遣する間の代替職員や児童相談所設置準備に伴い増加する業務に対応するための

補助職員の雇用費用等を盛り込むとともに、平成 28 年度の調査研究事業において

児童相談所の設置マニュアルを作成するなどの支援を講じることとしております。 

このような状況を踏まえ、都道府県等におかれては、市区において児童相談所設 

置に向けた検討が行われる際には、下記を踏まえて、必要な支援を行っていただく

とともに、児童福祉法等改正法において児童相談所を設置できる自治体の拡大を行

った趣旨をご理解いただき、市区と児童相談所設置に向けた協議を実施していただ

きますようお願い致します。 

なお、本通知は、地方自治法第 245条の４第１項の規定に基づく技術的助言です。 
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記 

１．児童相談所設置自治体の拡大の趣旨・経緯 

平成 16 年の児童福祉法の改正により、児童相談所の設置を希望する市は、政令 

で個別に指定を受けることにより、児童相談所を設置することができることとされ

ました。この改正の背景としては、児童と家庭に関する相談について市町村の役割

を強化する中で、中核市程度の人口規模等を有する自治体について児童相談所を設

置することにより、 

・ 子育て支援から要保護児童施策まで一貫した児童福祉施策の実施が可能となる

こと 

・ 中核市は保健所設置市でもあり、保健福祉にわたる総合的サービスの提供が可

能となること 

などから、その設置を図ることが適当であるとされた一方、こうした自治体におけ

る児童相談所の設置については、専門性の確保等の課題があること等から、地域の

実情に応じ、段階的に進めていくことが必要であるといった考え方を踏まえ、政令

で指定した市は児童相談所を設置できることとしたものです。 

今般の改正においては、特別区についても、 

・ 多くの特別区が人口について中核市と同様の規模を有しており、児童と家庭に

関する重篤な問題の発生も多いこと 

・ 子育て支援から要保護児童施策まで一貫した児童福祉施策の実施が可能となり、

かつ、保健所を設置する主体であり保健福祉にわたる総合的なサービスの提供が

可能となること 

から、事務遂行体制等が確保されるものであれば、児童相談所の設置を希望する特

別区についても、市と同様、国が政令で指定できることとされました。 

２．児童相談所設置に向けた支援について 

現在中核市において児童相談所を設置しているのは横須賀市・金沢市の２市にと

どまっております。この背景として、 

（１）児童相談所の設置に係る人材確保・育成 

（２）児童相談所及び一時保護所の整備 

（３）その他児童相談所の設置に係る事務手続 

に課題があると考えられますが、市区において児童相談所の設置を検討する場合は、

課題解決に向けて都道府県等の支援が必要であることから、主に以下の事項につい

て、市区と調整の上、必要な支援を実施していただきますようお願い致します。 

（１）児童相談所の設置に係る人材確保・育成 

① 児童相談所設置準備から設置後に至るまで、都道府県等と市区間の人事

交流の実施 

② 都道府県等が開催する研修（児童福祉司任用前講習会を含む。）への市区 

職員の参加要請 

59



（２）児童相談所及び一時保護所の整備 

① 児童相談所及び一時保護所の組織体制に関する情報提供の実施 

② 市区が一時保護所を設置するまでの間の都道府県等が設置する一時保護所

の共同利用の実施 

（３）その他児童相談所設置に係る事務手続 

① 都道府県等と市区合同の協議体を設置するなど、市区における児童相談所

設置に向けた協議の実施 

② 児童相談所設置に伴い移譲される業務内容の整理 

③ 児童福祉施設の都道府県等と市区の相互利用に向けた調整 

３．留意事項 

本通知は、市区における児童相談所の設置促進を図るために必要と考えられる事

項についてまとめたものですが、市区からの相談において、「２．児童相談所設置

に向けた支援について」に掲げるもの以外に必要と認められるものがある場合には、

積極的な支援を実施していただきますようお願い致します。 

また、人材確保・育成や一時保護所の整備については、児童虐待・ＤＶ対策総合

支援事業国庫補助金及び次世代育成支援対策施設整備交付金を積極的に活用いた

だきますようお願い致します。 

以上 
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